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編集にあたって 

 

 この論文集は、大阪大学法学部国際公共政策学科の山内直人ゼミナールに所属する 2回生及び 4回生、総勢

15名の、メンバーが 2016年度のゼミナール活動の一環として作成した 3編の論文を編集して収録したもので

す。 

 掲載されている論文はすべて、日頃テレビや新聞などで目にする社会問題の中で、学生自らが興味を持った

ものを扱っています。興味のある社会問題に対してその現状を調査し、問題意識を持ち、計量経済学という視

点から分析、考察を行い問題の解決に向けた政策を提言しています。 

 各論文とも未熟な点が多く残ってはおりますが、学生という若く自由な立場から行った政策提言が、実際に

制作を行う国や地方自治体などに影響を与え、よりよい社会の創造に少しでも寄与できるものであればと期

待しています。 

 また、論文はいずれも、ISFJ日本政策学生会議、WEST論文研究発表会の両方に提出され、発表されました。

結果として ISFJ 日本政策学生会議においては分科会賞 3 本を、WEST 論文研究発表会においては優秀賞 1 本、

分科会賞 3本を得ることができました。 

 

 

～本年度 ISFJ・WEST提出論文～ 

「公立病院改革は病院の経営効率性を高めたか」 

「万引き再犯の要因と抑止策に関する実証分析」 

「地方議会のジェンダーバランスに関する実証分析」 

 

 

 最後になりましたが、論文作成にあたってご指導いただいた山内直人教授をはじめ、資料提供、ご指導など

様々な面で本当に多くの方にご協力をいただきました。巻末にお名前を掲載させていただいております。ご協

力をいただいた皆様には、この場をお借りして感謝の意を述べさせていただきたいと思います。 
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第 1章 公立病院改革は 

病院の経営効率性を高めたか 
 

 

市後彩夏 櫻川京 

鳰泰明 大林雅希 

水津佐英子 

 

要旨 

 

公立病院とは、地方公共団体が経営する医療機関である。公立病院は主に地域の不採算・特殊部門を担っており、地域医療

の確保のために重要な役割を果たしている。しかし、公立病院は、様々な要因により、赤字経営が慢性化した状態にある。  

こうした問題を受け、政府は 2007 年に「公立病院改革ガイドライン」を策定し、公立病院の経営改革に取り掛かった。ガ

イドラインの内容を踏まえ、地方公共団体は経営効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しの 3 つの視点に立った病

院改革を推進してきたが、改革の成果が見られる一方で、2013 年時点で約半数の公立病院が経営改革への取組を行っていない

という状況である。  

また、現在、政府によって地域医療構想が推進されている。地域医療構想とは、2025 年以降の超高齢社会における医療需要

を踏まえて、医療機能のさらなる分化・連携を推進し医療体制を整備するものである。この施策により医療資源の配分が進む

ことで、今後は各病棟がそれぞれの役割を確実に果たしていくことが求められると考えられる。  

ここから、地域における医療の確保のためにも、公立病院は赤字脱却を図り安定した経営体制を整える必要があるといえ

る。このような問題意識から、本稿では公立病院改革が公立病院の経営効率に与えた影響について検証し、その要因を考察す

る。  

本稿では、特に公立病院改革プランの実施が経営効率化へ与えた影響に着目して分析を行い、公立病院のさらなる経営の効

率化及び赤字脱却に向けた効果的な政策を提言する。  

公立病院改革プランの実施の経営効率化への効果を検証するため、本稿ではまず各病院の技術効率性を DEA（包絡線分析）

によって計測し、次に「地方公営企業年鑑」の 7 年分のパネルデータを用いて技術効率性に影響を与える要因を明らかにし

た。分析の結果、「病床利用率」、「地方公営企業法の全部適用」、「PFI の導入」、「再編・ネットワーク化」、「二次医療圏の人口

密度」が病院の経営効率性に対し正の影響を与え、また、「平均在院日数」が負の影響を与えることが分かった。  

以上を踏まえ、我々は、公立病院の経営効率化を目的に、「地方公営企業法の全部適用」、「再編・ネットワーク化」、「病床利

用率向上」に焦点をあて、地方公営企業法全部適用の促進と日本版 IHN の導入促進を提言する。  

 

 

 

 

 

 

本稿の執筆にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、福井唯嗣教授（京都産業大学）、倉本宜史講師（甲南大学）、柴田悠准教授

（京都大学）、吉田初恵教授（関西福祉科学大学）、古城隆雄講師（自治医科大学）、佐藤敦紘助教授（同志社大学）、佐藤文氏（総務省）、川平

眞善氏（大阪府）をはじめ、多くの方から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあ

り得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。
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Ⅰ はじめに 

 

公立病院は、地域における基幹的な医療機関としてへき地医療や

不採算医療、高度・先進医療を提供しており、地域住民に対する安

定的な医療の供給のため重要な役割を果たしている。しかし、多く

の公立病院において赤字経営が慢性化していることに加え、医師不

足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされており、その経営環境や医

療提供体制の維持が厳しい状況に陥っている。 

 このような状況を受け、総務省は2007年に「公立病院改革ガイド

ライン」を策定し、病院の経営改革に乗り出した。その結果、経常損

益が黒字である病院の割合は約3割から約5割まで高まった。しか

し、依然として公立病院の半数以上が一般会計の繰入金を含めても

赤字であり、非効率な経営体系や割高な医業費用も改善されたとは

言い難い現状である。こうした状況下で、2015年より各都道府県に

よって「医療介護総合確保促進法」に基づく地域医療構想の策定が

開始された。地域医療構想では、地域の医療提供体制の確保を図る

という目的の下実施されており、それぞれの病院が医療提供体制の

中で果たすべき役割を明確にした上で、医療機関の機能分化が推進

されることになっている。したがって、今後は地域医療構想の実現

のためにも、各々の病院が安定した経営を行い、自らの地域におい

て適切に医療を供給するという役割を確実に遂行することがより一

層重要であるといえる。 

このような現状を踏まえ、我々は、総務省が策定した「公立病院

改革ガイドライン」が本当に公立病院の経営改善に有効であるかを

実証分析によって明らかにし、分析結果に基づき今後さらに推進す

べき政策を提言する。分析では、まず DEA を用いてそれぞれの病

院の技術効率性を計測する。その後、計測した技術効率性を被説明

変数に、「地方公営企業年鑑」の2008年から2014年までの計7年

分のデータを説明変数に置いてパネルデータを用いたランダム効果

トービットによる分析を行い、公立病院の経営効率性を高める要素

を明らかにする。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第 1 章では、公立病院の役

割と現状、そして政府の取組を概観し、第 2 章では我々が参考にす

る先行研究を紹介し、本稿の意義・独自性について述べる。続く第3

章では、我々が行った分析について、用いたデータや分析手法を紹

介し、その結果を考察する。第 4 章では、分析結果をもとに公立病

院の経営改善策を提言する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 現状分析・問題意識 

 

１ 公立病院の定義と役割 

 

（１） 公立病院の定義 

 ここでは公立病院の定義について述べる。医療法第31条において

公立病院は「公的医療機関」に分類されている。「公的医療機関」は

「都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定めるものの開設病院、

または診断所」と定義されている。公立病院は、公的医療機関のう

ちの、都道府県等の地方公共団体が経営する医療機関をいう。地方

独立行政法人へ移行した医療機関等も慣習的に公立病院と呼ばれる。 

 

（２） 公立病院の役割 

 2007年12月に総務省が発表した「公立病院改革ガイドライン」

（以下、ガイドラインとする）によると、公立病院の果たすべき役

割は、地域において提供されることが必要な医療のうち、採算性等

の面から民間機関による提供が困難な医療を提供することとされて

いる。具体的には、①山間や離島等、人口が少なく、採算が取りにく

いため、民間の医療機関の参入が困難で、十分な医療が提供されな

い可能性のある過疎地等における一般医療の提供②救急、小児、周

産期、災害、精神等、特殊で採算が取りにくい部門における医療を

安定かつ確実に提供すること③県立がんセンター、県立循環器病セ

ンター等、資金的、技術的に重い負担がかかるため、民間では提供

が困難な高度・先進医療の提供をすること④医師の研修の実施等の

業務を含む広域的な医療派遣の拠点としての機能等が挙げられる。 

 次に不採算・特殊部門における公立病院の割合を見ていく。2015

年時点では、公立病院は全国の病院の約11%（病床数で見ても約15%）

とその割合は低い（図1参照）。しかし、不採算・特殊部門における

公立病院の割合を見ると、へき地医療拠点病院は病院全体の61.8%、

救急救命センターでは 36.2%、地域周産期母子医療センターでは

39.1%、災害拠点病院では42.0%、小児救急医療拠点病院では46.4%、

地域がん診療連携拠点病院では 37.9%を占めている。このように、

公立病院は不採算医療及び特殊な医療の提供において大きな役割を

果たしている（図2参照）。 

 

図1 公立病院の占める割合 

 

（総務省「公立病院改革の取り組みについて」（2015）より筆者作成） 
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図2 不採算・特殊部門における公立病院の割合 

 

（総務省「公立病院改革の取り組みについて」（2015）より筆者作成） 

 

２ 公立病院の定義と役割 

 

公立病院は、地域における医療体制の中で重要な役割を果たして

いる一方で、赤字経営である病院が多数存在する。2014年時点では、

55.2％もの公立病院が赤字である。この背景には、前項で述べたよ

うに、公立病院が不採算・特殊部門における医療の提供を多く担っ

ていることや、民間病院と対比して人件費や材料費、減価償却費等

の費用が割高であることが挙げられる。2014年時点の費用を比較す

ると、公立病院の100床当たりの給与費は6％、材料費は11％、減

価償却費は 46％も民間病院より高い（表 1 参照）。とりわけ、給与

費については堀（2007）で指摘されるように、公務員の年功序列型

給与体系といった構造的な要因に影響を受けている。このように、

主要な医業費用が割高であることも公立病院の赤字の要因の 1 つに

なっていると考えられる。 

また、基本的には公立病院の経営に関する権限は地方公共団体の

長にあるため、病院の運営制度が硬直的であり、経営に関わる意思

決定に現場の要求を即時に反映できない。このため、医療資源の配

分が適切に行われず、病院の経営が赤字となる可能性があると考え

られる。 

 

表 1 自治体病院と私的病院の 100 床当たり費用の比較（単位：千

円） 

 公立病院 民間病院 民間病院との比較 

給与費 96,171 90,514 +5,657（+6％） 

材料費 41,691 37,268 +4,423（+11％） 

経費 28,567 28,703 -136（-0.4％） 

減価 

償却費 

12,837 8,765 +4,072（+46％） 

（日本病院会「平成26年 病院運営実態分析調査の概要」より筆者

作成） 

 

                                                   
1 内閣府「公立病院改革の経済・財政効果について」（2016） 

３ 公立病院の他会計繰入金 

 

（１） 基準内繰入金 

公立病院を含む地方公営企業は、原則として地方公共団体の一般

会計から切り離され、独立採算方式を採っている。しかし、特定の

条件を満たす経費については、例外的に国と地方公共団体からの補

助金の支給が認められている。地方公営企業法の第17条の2による

と、「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てる

ことが適当でない経費」、「当該地方公営企業の性質上能率的な経営

を行ってもなおその経営に伴う収入をもって充てることが客観的に

困難であると認められる経費」については、地方公共団体の一般会

計等が負担するものと定められている。これは、地方公営企業が、

住民の生活に欠かすことのできないサービスを提供しており、事業

収入で負担しきれない分を公費で補うことでサービスの提供を確保

する必要があるためである。この補助金の基準は、毎年度繰出基準

として総務省より各地方公共団体に通知されている。この基準をも

とに公営企業がそれぞれの自治体から繰り入れた補助金を、他会計

からの基準内繰入金という。 

 前項で述べた通り、公立病院は民間病院による提供が困難な不採

算・特殊医療を担っており、医業収入のみで黒字経営を行うのが困

難であると想定されている。そのため、毎年多くの地方公共団体が、

総務省の定めた基準に基づき公立病院の経営資金の繰り入れを行っ

ている。公立病院の基準内繰入金の算定基準が、2015年に設置病床

数から稼働病床数へと変更される等、近年はより現場の実情に即し

て繰入金の額が決定されるようになっている。基準内繰入金の金額

は、2013年時点で7165億円に上る1。 

 

（２） 基準外繰入金 

 総務省が定めた基準による繰入金を計上しても尚経常収支が赤字

になる病院等に対しては、地方公共団体が独自に補助金を支出して

いる。これを基準外繰入金という。基準外繰入金の推移を見ると、

2009 年以降減少傾向にあることが分かる（図 3 参照）。しかし、本

来は事業収入と総務省が算定した基準に基づく基準内繰入金内で経

営を行うことが望ましいとされている。2007年に総務省が発表した

ガイドラインには、「一般会計等からの所定の繰出が行われれば『経

常黒字』が達成される状態を想定して」地方が負担すべき経費の基

準が定められていると明記されている。しかしながら、基準外繰入

金は2011年時点で総額1111億円にも上っており、公立病院は独立

採算制を採用しているにも関わらず一般会計に依存している状態と

いえる。 
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図3 基準外繰入金の推移 

 

（内閣府「公立病院改革の経済・財政効果について」（2016）より筆

者作成） 

 

４ 公立病院改革ガイドライン 

 

（１） 公立病院改革ガイドライン策定の背景 

公立病院の経営状況の悪化や繰入金による地方財政の圧迫、さら

に医師、看護師不足等により診療体制の縮小が深刻化し、公立病院

の経営や医療提供体制を維持することが厳しい状況になっている。

こうした状況を受け、政府は「多くの公立病院において、抜本的な

改革の実施が避けられない」と認識し2、総務省が 2007 年にガイド

ラインを策定し公立病院の改革に取り掛かった。ガイドラインの中

で政府は公立病院改革の最終的な目標として、「改革を通じ、公・民

の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を

図る」こと、「安定した経営の下で良質な医療を継続して提供する」

ことを掲げ、目標実現に向けて医療体制を整備するとともに、経営

の効率化を図り、持続可能な病院経営を目指した。 

 

（２） 公立病院改革ガイドライン策定の背景 

ガイドラインでは、地方公共団体に対して2008年度内に「公立病

院改革プラン」を策定すること、及び病院経営改革事業に取り組む

ことが定められた。ガイドラインにおいては、（ア）経営効率化、（イ）

再編・ネットワーク化、（ウ）経営形態の見直しの3つの視点のもと

に病院改革が図られた。以下では、それぞれの改革内容について述

べる。 

 

（ア） 経営効率化 

ガイドラインは、病院経営の健全性を確保するために主要な経営

指標について数値目標を掲げ、効率化を図っている。特に、各公立

病院の財務内容の改善に係る経営指標の中で、経常収支の額等の収

支改善に係るもの、材料費対医業収益比率等の経費削減に係るもの、

病床利用率等の収入確保に係るもの、純資産の額等の経営の安定に

係るもの等について数値目標を設定することを定めた。例えば、経

常収支比率の数値目標は「経常黒字」の状態である 100％以上とさ

                                                   
2 総務省「公立病院改革事例集」（2016） 
3 二次医療圏とは、地理的条件等の自然条件や日常生活の需要の充足状況や

れた。この数値目標は、公立病院が担う不採算・特殊部門に係る経

費には、繰出基準に基づいて地方公共団体の一般会計から繰入が行

われるため、繰入後の経常収支が 100％以上になるとの想定の下に

設定された。設定した数値目標達成のための具体的な取組として、

PFI 方式等の民間的経営手法の導入、事業規模・形態の見直し、経

費削減・抑制対策、収入増加・確保対策、後述する（ウ）の経営形態

の見直しの4つが挙げられている。 

 

（イ） 再編・ネットワーク化 

公立病院の厳しい経営状況や医師確保の必要性、地域における必

要な医療サービスの確保のために、二次医療圏等の単位で公立病院

の再編とネットワーク化を図るものである。再編・ネットワーク化

の推進については、以下の 3 点について特に留意するよう述べられ

ている。 

 

① 二次医療圏等の単位での経営主体の統合 

公立病院間の連携やネットワーク化を強化するため、公立病院の

経営主体を統合し統一的な経営判断を行い、医師、薬剤師、看護師

等の医療従事者、医療機器や医薬品を含む設備や施設、運転資金等

の医療資源の適正配分を行う。 

 

② 医師派遣等に係る拠点機能を有する病院の整備 

医師確保対策に資する観点から、基幹病院にその他の病院・診療

所に対する医師派遣等の拠点機能が整備されるように大学等との連

携を図る。また、必要な場合、二次医療圏3単位より広域での経営主

体の統合を行う。 

 

③ 病院機能の再編及び病院・診療所の連携体制 

病院間での機能の重複・競合を避け、相互に適切な機能分担がで

きるよう診療科目等の再編成に取り組む。同時に、再編成後の基幹

病院とその他の病院・診療所との連携体制の構築を行う。 

 

（ウ） 経営形態の見直し 

この視点は、民間的な経営手法の導入の観点から経営効率化を図

るものである。ガイドラインでは、①地方公営企業法の全部適用、

②地方独立行政法人化、③指定管理者制度の導入、④民間譲渡の 4

つが経営形態の見直しの手法として挙げられている。以下で各々の

手法を概説する。 

 

① 地方公営企業法の全部適用 

地方公営企業法とは、水道事業や電気事業、ガス事業等の法定事

業の経営の際に全部適用されるものである。しかし、病院事業の場

合は不採算・特殊部門を担っており採算性が低いことや、国民の健

康に係る事業であること、患者への負担増や職員の労働条件低下の

可能性から地方公営企業法の財務規定のみの適用（地方公営企業法

交通事情等の社会的条件を考慮した上で、病院等における入院に係る医療を

提供することが相当である一体の区域である。 
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の一部適用）であり、それ以外の規定は任意適用とされている。同

法を全部適用することで、事業管理者に人事・予算等に係る権限が

付与され、自律的な経営が可能になる。この手法は、法的、コスト的

にも導入しやすいとされている一方で、以下に述べる地方独立行政

法人化、指定管理者制度の導入、民間譲渡と比べ経営の自由度が低

いことが指摘されている。 

 

② 地方独立行政法人化 

地方独立行政法人とは、地方公共団体が直接実施する必要のない

事業や事務のうち、民間では実施されにくいものを効率的に行わせ

ることを目的として、地方公共団体が設置する法人である。地方独

立行政法人化によって、法人の長に広範な権限が付与され、経営責

任が明確になる。加えて、予算・財務・契約・職員定数・人事等の面

でより自律的・弾力的な経営が可能になる。 

 

③ 指定管理者制度の導入 

指定管理者制度とは、地方公共団体が設置した公共施設の管理・

運営を、地方公共団体が指定する者に期間を定めて委任する制度で

ある。地方独立行政法人との決定的な違いは最終的な責任の所在で

あり、地方独立行政法人では地方独立行政法人に、指定管理者制度

では当該地方公共団体に責任が存する。 

 

④ 民間譲渡 

民間譲渡とは、公立病院を民間の医療法人等に譲渡し、その経営

に委ねる手法である。公立病院が担っている医療は、採算確保に困

難を伴うものを含むことが一般的であり、民間譲渡により、そうし

た医療の提供が継続されなくなる可能性があると指摘されている。 

 

（３） 公立病院諸改革の実施状況 

再編・ネットワーク化については、2013年時点で再編・ネットワ

ーク化計画の策定済み割合が51.5％であり、約半数の病院が計画策

定に未着手である。経営形態の見直しについては、2013年度時点で

892ある公立病院のうちの約60％が経営形態の見直しを行っている。

実施病院数では、地方公営企業法の全部適用が358病院と最も多い

(表2参照)。 

改革プランの最終年である2013年時点で、再編・ネットワーク化

については約5割、経営形態の見直しについては約4割の公立病院

が経営改革に向けた取組を行っていない。このことからも、公立病

院改革は十分になされているといい難く、改革をさらに推進させて

いく必要がある。政府は、公立病院改革ガイドラインを基本的に踏

襲した「新公立病院改革ガイドライン」（以下、新ガイドラインとす

る）を2015年に策定しており、病院の経営改革をさらに進めていく

方針を取っている。 

 

 

 

 

 

（４） 公立病院改革の成果と課題 

 経営の効率化については、2007年に策定されたガイドラインの公

立病院の経営改善に向けた取組によって、黒字の病院の割合が2008

年の29.7％から2014年44.8％まで上昇した（図5参照）。また、公

立病院全体の経常収支においても 2008 年の 1829 億円の大幅な赤

字から2010年には238億円の黒字に一度転じている（表2参照）。

以上から、公立病院の経営改善に向けた取組は一定の成果がみられ

る。しかし、依然として半数以上の病院が赤字経営を続けているこ

とに加え、政府も人口減少や少子高齢化が急速に進展することによ

り医療需要が大きく変化すると認識している。現在取り組んでいる

経営改善に向けた病院改革を進めるとともに、公立病院が地域にお

いてその役割を十分に果たし、必要な医療を提供できる体制を再構

築することが求められている。 

 

図4 公立病院の経常損益 

 

（総務省「公立病院経営改革事例集」（2016）より筆者作成） 

 

図5 公立病院の黒字割合 

 

（総務省「公立病院経営改革事例集」（2016）より筆者作成） 

 

表2 経営形態の見直し 

経営形態の見直し 
 

2008年から 

5年間の実施件数 
累計 

地方公営企業法 

全部適用 

114 358 

独立行政法人化 53 69 

指定管理者制度 16 72 

民間譲渡 14 - 

（総務省「公立病院改革プランの実施状況等の調査結果」（2012）よ

り筆者作成） 
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５ 地域医療構想 

 

 この項では、地域医療構想について見ていく。地域医療構想とは、

地域医療体制を 2025 年以降の超高齢社会に適した姿へ再編成する

ため、各地域における将来の医療需要を踏まえ、医療機能のさらな

る分化・連携を推進することを目的としている。 

地域医療構想は、2014 年に成立した「医療介護総合確保促進法」

に基づき、2015年から医療計画の一部として都道府県が策定を行っ

ている。2025年には団塊の世代が75歳になり、高齢者人口は全人

口の約30％に達するとの推計がある4。このとき医療・介護需要が最

大化し、現在の医療体制ではその需要に対応しきれないと想定され

ている。高齢者人口の増加には地域差があるため、それぞれの地域

の需要に見合った効率的な医療資源の配分を行うことが必要である。 

地域医療構想の実現のために、2014年から病床機能報告制度が実

施されている。これは、各医療機関が現在有する病床機能5と今後の

方向性を都道府県に報告する制度である。各都道府県はこの結果を

受け、それぞれの構想区域6において4機能区分ごとの医療需要を推

計し、推計結果と医療機関との協議結果を踏まえた上で、将来必要

とされる機能ごとの医療供給量を決定する。これにより医療機能の

分化が進むことで、今後は各病棟がそれぞれ割り当てられた役割を

確実に果たしていくことが求められると考えられる。 

総務省の「公立病院経営改革事例集」において、「半数以上の公立

病院が一般会計の繰入れを含めても赤字経営の状況にあって、持続

可能な経営を確保していくためには、今後とも不断の改革努力が求

められている」と述べられているように、公立病院が赤字であるた

めに必要とされる医療が提供できなくなる可能性も示唆されている。

以上より、地域における医療の確保のためにも公立病院は赤字脱却

を図り、安定した経営体制を整える必要があるといえる。 

 

６ 問題意識 

 

（1） 問題意識 

 2007年12月にガイドラインが策定されて以降、病院事業を設置

する地方公共団体において、公立病院の経営改革が行われてきたこ

とは前述の通りである。公立病院改革プランに基づく取組により、

プラン策定前と比較すると、再編・ネットワーク化や経営形態見直

しを実施する病院は増加し、経常収支が黒字である病院の割合は約

3割から約5割まで高まった。 

 しかしながら、依然として半数以上の公立病院が一般会計の繰入

金を含めても赤字経営という状況にあり、持続可能な経営を確保し

きれていない病院も多いと指摘されている。加えて、人口減少及び

少子高齢化の急速な進展による医療需要の大きな変動も予想されて

いる。こうした状況において、現在、地域において必要な医療提供

                                                   
4 国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成24年1月推

計）』 
5病床機能は4つに大別され、それぞれ高度急性期機能、急性期機能、回復期

機能、慢性期機能という名称である。高度急性期機能とは、急性期の患者に

対し、診療密度が特に高い医療を提供する機能、急性期機能とは急性期の患

者に対し医療を提供する機能、回復期機能とは急性期を経過した患者への在

体制の確保を図るという、公立病院改革と共通した目的を持つ地域

医療構想が同時に進行している。地域医療構想においては、民間病

院等も含めそれぞれの病院が地域の医療提供体制の中で果たすべき

役割を明確にすることが求められており、医療機関の機能分化が推

進されることとなっている。こうした一連の取組からも、その地域

の中で需要に対応できるだけの医療を提供するためには、各々の病

院が安定した経営を行い、自らの役割を確実に遂行することがより

一層重要になるといえる。 

公立病院の置かれている状況を考えるに、公立病院改革プランが実

行されても尚半数以上の公立病院が赤字であり、安定した経営が確

保できていないことは、地域医療の提供体制として大きな問題であ

る。本稿では、このような問題意識の下、2008年以降およそ5年に

わたり実行された公立病院改革が公立病院の経営効率に影響を与え

たかについて検証、経営効率の向上に寄与する要因を考察すること

で、公立病院の経常収支の黒字化に向けた施策を提言することとす

る。 

 

（2） 経常収支比率と技術効率性の関係  

前項において、公立病院の経営効率について触れたが、本稿では、

包絡分析法（以下、DEAとする）という効率性を分析する手法の1

つを用いて、公立病院の経営効率性を評価し、算出した効率性を被

説明変数において分析を行っている。DEAに関する詳細な説明は第

2章で述べることとするが、DEAを用いると、単位の異なる複数の

投入要素と生産要素の比率を見ることで、効率性を測定することが

できる。生産に必要な要素が投入されたとき、どれだけ多くの要素

が生産されたか、あるいは、ある一定の生産物はどれだけ少ない投

入要素で生産されたか、ということが求められる。 

 公立病院の経営を評価する際には、経常収支が用いられることも

あるが、それでは金額面だけでしか公立病院の経営状況を測ること

ができない。そのため、本稿では、公立病院が地域に提供した医療

の量とそれに要した投入要素の量で経営効率を測定することで、公

立病院が地域で果たしている役割も評価することとした。 

 尚、病院の経常収支と DEA で評価した経営効率性には、正の相

関関係があることを確認している（相関係数=0.379）（図6参照）。

このことから、経営効率性が高い病院ほど経営状態が良いと考察で

きるため、本稿は、経営効率性を高めることで経営状況の改善を図

ることができると考えている。 

 

 

 

 

 

 

宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能、慢性期機能と

は、長期に渡り療養が必要な患者に入院医療を提供する機能を指す。 

6 機能分化・連携を含む地域の医療提供体制の確保を図る区域のことで、原

則として二次医療圏と一致させることが定められている。 
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図6 経常収支比率と技術効率性の関係 

 

（総務省「地方公営企業年鑑第62集」（2014）より筆者作成） 

 

 

Ⅲ 先行研究及び本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

 

病院の効率性に関する研究は、国内外で数多く行われている。医

療サービスの場合、アウトプットに多様性が存在するため、生産関

数よりも、費用関数の推計やDEAが用いられることが多い。 

DEAとは、米国で公立学校の教育プログラムを評価するために開

発された効率性を分析する手法の 1 つであり、効率性を評価するこ

とが難しい公営企業、例えば病院、水道、地方公営バス等を扱う研

究でも利用されている。損益だけでは運営成果が評価できない公営

企業の運営効率を評価することができ、単位の異なる複数の入力、

出力の項目を同時に扱うことができるため、南・郡司（1994）にお

いて、地方公立病院の経営効率性の評価に最も適しているとされて

いる。 

 わが国の病院事業について DEA により効率性を評価し、その決

定要因を計量経済学的に分析した近年の研究としては、野竿（2007）

がある。野竿（2007）では、DEAにより公立病院の経営効率性を計

測した上で、被説明変数が0以上の値をとることから、トービット・

モデルによって経営効率性に影響する要因の実証分析が行われてい

る。インセンティブ問題の観点から、研究を行っていることに野竿

（2007）の特徴がある。野竿は、分析結果から効率性改善のために

は、独立採算制の堅持やモニタリング機能としての情報公開制度の

整備・拡充、医療計画内での過剰病床の整理・合理化といった病床

数の抑制等が肝要と結論づけている。 

 また、経営効率性とは異なるが、公立病院の経営に関する研究と

して、今年 8 月に、内閣府政策統括官（経済財政分析担当）が、近

年の公立病院改革による経営改善効果の検証を目的とした報告書を

公表している。この報告書は、分析期間（2007～2013年）に継続的

                                                   
7 修正医業収支は修正医業収益と修正医業費用を用いて算出されている。先

行研究では、病院自体の経営改革努力をより明確にするため、医業収益より

自治体からの繰入金を控除した医業収益と、自治体主導なされることの多い

に存在した全632病院を対象に、地方公営企業年鑑による個票デー

タに基づいて、公立病院の医業収益及び費用の変化を検証したもの

である。修正医業収支7について収益と費用の各変化からその状況を

分析したところ、医業収支については、大規模病院ほど収益の増加

によって収支が改善した病院が多く、小規模病院では収益の減少を

主として収支が悪化したことが示された。また、地方公営企業法の

財務既定の適用範囲の違いが医業収支へ与える効果について、2007

年から 2013 年までのパネルデータ分析も行っている。この分析に

より、財務規程の全部適用が有意に正の効果があることが示されて

いる。さらに同分析で、救急指定病院が正の効果をもつほか、不採

算地区の立地が病院の収支に負の影響があること、400 床以上の病

院にも正の効果があることも明らかとなった。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿では、特に公立病院改革プランの実施が経営効率化へ与えた

影響に焦点を当てて分析を行う。前章の通り、病院の効率性や経常

収支に着目し、実証分析を行った研究は存在している。しかし、公

立病院改革による公立病院の経営効率性への影響を、改革プラン策

定年である 2008 年からプラン終了後の 2014 年までの 7 年にわた

るパネルデータを用いて実証した研究は存在していない。また、公

立病院改革ガイドラインで示された複数の経営改善手法の効果に同

時に着目した研究は、我々の探しうる限りでは見つかっていない。

本稿では、公立病院改革プランの実施の経営効率化への効果を検証

し、現状と分析の結果から、公立病院のさらなる経営の効率化及び

赤字脱却に向けた効果的な政策を提言していくこととする。 

 

Ⅳ 理論・分析 

 

１ 分析の概観 

 

本稿では、病院の効率性を向上させる要因を明らかにするために

2段階に分けて分析を行う。まず、各病院の技術効率性を、DEAを

用いて計測する。その後、計測した技術効率性を被説明変数として、

病院の経営効率性を高める要素を実証分析により明らかにする。

DEA による技術効率性の計測は同一病院の複数年度にわたるデー

タを、あたかも異なる病院であるかのように扱うプーリング・デー

タにて計測している。実証分析においては同一病院を同一の個体と

して扱うパネル・データとして推計を行っている。 

 

 

 

 

ストック投資等の影響を排除し、病院主導でなされた病院改革の効果に着目

するため、医業費用から減価償却費と資本減耗費を控除した医業費用を用い

ている。 
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２ DEAによる技術効率性の計測 

 

（1） DEAの概説 

 DEAとは、事業体が投入した労働力や資本等の資源の入力と、そ

れらを用いて得られた便益等の出力を比較することで、事業体の効

率性を測定し、相対的に評価することのできる分析方法である。事

業体の技術効率性は次のように定義される。 

技術効率性＝
仮想出力

仮想入力
 

DEAを利用する利点として、入力や出力に複数の要素を同時に用

いて計測できるという点がある。その場合、仮想入力・仮想出力は

各要素にウェイトをかけた値をとり、このウェイトは選択するモデ

ルに応じて算出方法が決定される。 

 DEAのモデルには、入力値の改善に着目した入力指向型と、出力

値の改善に着目した出力指向型の 2 つの考え方が存在する。このう

ち、本稿では入力指向型のモデルを採用する。公立病院の生産要素

として、山中（2004）が用いた患者数や、野竿（2007）が用いた入

院・外来収益等が挙げられるが、こうした患者数や収益については

病院の立地する地域の人口等の地域的な要因に左右されるために、

出力値の改善は難しいと考え、入力値の改善を目的とする入力指向

型を採用した。さらに、DEAには入力・出力指向の別に加えて、規

模に関して収穫が一定である CCR モデルと、規模に関して収穫が

可変であるBCC モデルがあるが、本稿ではBCC モデルを用いる。

ここで問題になるのが、病院の生産性に病院規模が影響するかどう

かということである。森川（2010）では、平均病院規模が大きいほ

ど生産性が高く、二次医療圏レベルでは地域固有効果を考慮しても

尚顕著な病院規模の経済性が存在すると述べられている。このこと

からも、病院の生産性には規模の経済性が機能するために、規模に

関して収穫が可変であると仮定し、BCCモデルを用いる。以上より、

本稿ではBCCの入力指向型モデルを用いて技術効率性を計測する。 

 BCCの入力指向型では、次の線形計画問題を解くことで技術効率

性を計測できる。 

 

  min
𝜆

𝜃 

St. 

  θ𝑥𝑗 − ∑ 𝜆𝑘𝑋𝑘𝑗
𝑛
𝑘=1 ≥ 0 

    −𝑦𝑖 + ∑ 𝜆𝑘𝑌𝑘𝑖
𝑛
𝑘=1 ≥ 0 

    ∑ 𝜆𝑘
𝑛
𝑘=1 = 1 

  𝜆 ≥ 0 

 

ここで、事業体〖DMU〗_k（k=1,2,…,n）の効率性を求めるにあ

たって、X は生産要素（入力）、Y は生産物（出力）を表している。

このようにして求められる技術効率性は、0から1の間の値をとり、

値が大きいほど効率的であることを示している。 

 

（2） 技術効率性の計測 

 技術効率性の算出には、総務省が公表している「地方公営企業年

鑑」の第56集（平成20年）から第62集（平成26年度）の計7年

分のデータを用いる。後述の実証分析のデータでは 2007 年度から

2014年度までのデータを用いているが、逆の因果関係を考慮し、被

説明変数である技術効率性に1年のラグを設けた。また、DEAによ

る技術効率性の計測の際には、全ての年度の病院をプーリング・デ

ータとして扱っている。 

本稿では、公立病院は 3 つの生産要素（入力）を用いて、2 つの

生産物（出力）を生産すると仮定する。生産要素として、資本の代理

変数である病床数、流動資本の代理変数である 1 日当たり医療材料

費、労働量の代理変数である医師数を用いる。先行研究である野竿

（2007）では、労働量として1日当たり職員給与費を用いていたが、

本稿では職員の給与水準や物価等が地域によって異なることを考慮

して、医師数を用いている。また、先行研究では病床数を用いる際

に、病院や患者の特性をコントロールするために一般病床のみを有

する病院を選出していたが、本稿においては、不採算・特殊部門を

担う公立病院の機能を評価するためにも、一般病床に限定せずに病

床数を扱う。生産物として、中山（2004）では1日当たり入院患者

数・外来患者数を用いていたが、患者の症状の軽重を考慮するため

にも野竿（2007）で用いていた1日当たり入院収益・外来収益を用

いる。また、技術効率性の計測や実証分析の都合上、入力と出力の

要素のいずれかの値が 0 である病院や、実証分析の変数に関わる項

目の回答が全年度において１つでも欠けている病院は除外している。 

以上の項目を用いて、BCCの入力指向型モデルによる病院の効率性

を計測した。サンプルサイズは622病院の7年分、計4354である。

記述統計量及び技術効率性は表3の通りである。 

 

表3 DEAのデータの記述統計量及び技術効率性 

  平均 標準偏差 最小値 最大値 

病床数 245.4 195.4 25 1264 

医療材料費（千円） 3041.5 3914.0 45.5 30701.7 

医師数 30.9 34.9 1 205 

入院収益（千円） 8110.7 9261.5 174.3 59668.0 

外来収益（千円） 3632.4 3981.5 170.2 38295.0 

BCC技術効率性 0.591 0.170 0.208 1 

 

３ 実証分析 

 

前章で求めた技術効率性を被説明変数として、公立病院の経営効

率性の要因分析を行う。 

DEAによる技術効率性は、最も効率性の高い状態である1の値を

上限として0から1の間の値を取る。このような切断データでは通

常の重回帰分析では推定バイアスが生じるため、トービット推計を

用いて分析を行う。さらに、パネルデータを用いたトービット推計

を行う際に、固定効果推計を行うと、十分な統計量が得られず、推

定バイアスが生じる。以上の点を考慮し、本稿ではランダム効果モ

デルによるトービット推計を行う。また、先述のように、逆の因果

関係を考慮するために 1 年のラグを設け、被説明変数である技術効

率性は2008年から2014年、説明変数は2007年から2013年のデ
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ータを使用する。 

 

（1） 変数の選択 

 説明変数には、ガイドラインの3つの主な施策である経営効率化、

経営形態の見直し、再編・ネットワーク化に関する変数を取り入れ

る。また、病院の立地条件等の地域差を考慮するために地域的要因

に関する変数も説明変数に設定する。いずれの変数についても2007

年度から2013年度の7年分のデータを用いている。 

 

・経営効率化 

ガイドラインの経営効率化に係る指標には多数の指標が挙げられ

ているが、その中でも本稿では経営効率化を表す変数として病床利

用率と平均在院日数を選択した。 

病床利用率を選択したのは、病床利用率がガイドラインにおいて、

数値目標の設定が必須とされている3つの係数のうちの1つである

からである。ガイドラインで目標設定を義務付けられた病床利用率

が病院の経営効率化に影響を与えたかを見るために、説明変数とし

て設定した。 

また、平均在院日数は、厚生労働省が策定した「第 1 期医療費適

正化計画」において、平均在院日数の短縮が政策目標とされた。こ

の計画の実施期間は 2008 年度を初年度とした 5 年間であり、公立

病院は改革プランの実施と並行して平均在院日数の短縮化に取り組

んでいたことが分かる。このことから、経営効率化に与える影響を

考慮するため、平均在院日数を説明変数として選択した。 

病床利用率の向上や平均在院日数の短縮によって、効率的な資源

の活用が促進されると考えられるため、病床利用率は正の影響力を、

平均在院日数は負の影響力をそれぞれ持つと予想される。 

 

・経営形態の見直し 

経営形態の見直しに関する変数として、ガイドラインに記載され

ている地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化、指定管理

者制度の導入についてのダミー変数を設定した。また、民間的経営

手法として近年注目を浴びているPFIの導入についてのダミー変数

も用いる。ガイドラインには、経営形態見直しの方法としてその他

に民間譲渡も挙げられているが、民間譲渡された後に「地方公営企

業年鑑」の記載がなくなり、データの制約上その効果検証ができな

いため、変数として選択しなかった。以上より、経営形態の見直し

に関しては上述の 4 項目のダミー変数を用いる。事業形態を見直す

ことによって経営の効率化が図られるため、それぞれの事業形態が

技術効率性に対して正の影響力を持つと考えられる。 

 尚、経営形態の見直しについては単年で実施され効果が得られる

ものではなく、経営形態の見直しがなされた後にも継続的に経営改

革を行う事例も多く存在する。そのため、ダミー変数に2007年から

の実施年数をかけたものを変数として用いる。これにより、経営形

態の見直し実施の経年による影響を見ることができると考えられる。 

 これらの経営形態のデータは、地方公営企業法の全部適用及び指

定管理者制度の導入は「地方公営企業年鑑」、地方独立行政法人化は

総務省の「地方公共団体の行政改革等」、PFIの導入は内閣府が公表

する「厚生労働省におけるPFI事業の取組状況について」から取得

した。 

 

・再編・ネットワーク化 

 再編・ネットワーク化に関する変数として、再編・ネットワーク

化を実施しているか否かについてのダミー変数を設けた。再編・ネ

ットワーク化の実施により、一時的なコストの増加や減収等の影響

があるため、経営改善の効果については経年による影響を見る必要

がある。このことから、本稿は、ダミー変数に2007年からの実施年

数をかけたものを実際に扱う変数として用いた。再編・ネットワー

ク化によって、適正な医療資源の配分や経営の安定化につながると

考えられるため、技術効率性に正の影響力を持つと考えられる。 

 このダミー変数は、新ガイドラインの資料5を参照し、作成した。 

 

 

・地域的要因 

 公立病院の患者の特性やその人数については、人口やその構成に

大きな影響を受ける。本稿では、この地域差を考慮するために、病

院の位置する二次医療圏における人口密度、15歳未満人口比率及び

65歳以上人口比率を変数として用いる。都道府県別や市区町村別の

データではなく二次医療圏別のデータを用いるのは、先行研究であ

る野竿（2007）でも述べているように、二次医療圏が一般的な入院

医療の完結する単位であり、患者の特性や患者数といった地域差を

考慮する範囲として最適であるためである。 

 これらの人口及び年齢別人口を計算するにあたっては、総務省が

公表する「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」から

各年度の推計人口を算出し、二次医療圏の面積については、「市区町

村別主要統計表（平成22年）」より算出した。 

また、計測期間内で二次医療圏に変更が生じた地域については、現

在の二次医療圏に準拠するのではなく、各年度の変更前の二次医療

圏で算出した。これは二次医療圏の変更の前後で公立病院の担う役

割に変化があったのではないかと判断したためである。 

 

・年度ダミー 

 効率性の計測にあたって、全年度をプーリング・データとして扱

っているため、ある年度で効率的な経営を行っている病院が、後年

の生産性向上によってより効率的な経営を行った病院と比較される

ために、効率性が過小評価される恐れがある。これを避けるため、

病院の時間の経過による生産性の向上が技術効率性に与える影響を

考慮し、2007年から2012年の年度のダミーを説明変数に設定した。

このとき、完全相関を避けるために、2013年のダミーは設けていな

い。 
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（2） 推定モデル 

 以上の変数を用いて実証分析を行う。推定モデルは以下の通りで

ある。 

 

 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑥4𝑖𝑡 + 𝛽5𝑥5𝑖𝑡 

 +𝛽6𝑥6𝑖𝑡 + 𝛽7𝑥7𝑖𝑡 + 𝛽8𝑥8𝑖𝑡 + 𝛽9𝑥9𝑖𝑡 + 𝛽10𝑥10𝑖𝑡 + 𝛽11𝑥11𝑖𝑡                 

 +𝛽12𝑥12𝑖𝑡 + 𝛽13𝑥13𝑖𝑡 + 𝛽14𝑥14𝑖𝑡 + 𝛽15𝑥15𝑖𝑡 + 𝛽16𝑥16𝑖𝑡 

  +𝑣𝑖 + 𝛿𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖：技術効率値 

𝛽0：定数項 

𝑣𝑖：病院に固有の効果 

𝛿𝑡：時間に固有の効果 

휀𝑖𝑡：誤差項 

𝑥1𝑖𝑡：病床利用率 

𝑥2𝑖𝑡：平均在院日数 

𝑥 3𝑖𝑡：地方公営企業法全部適用ダミー×年 

𝑥4𝑖𝑡：地方独立行政法人ダミー×年 

𝑥5𝑖𝑡：指定管理者ダミー×年 

𝑥6𝑖𝑡：PFIダミー×年 

𝑥7𝑖𝑡：再編・ネットワーク化ダミー×年 

𝑥8𝑖𝑡：二次医療圏人口密度 

𝑥9𝑖𝑡：二次医療圏15歳未満人口比率 

𝑥10𝑖𝑡：二次医療圏65歳以上人口比率 

𝑥11𝑖𝑡：2007年ダミー 

𝑥12𝑖𝑡：2008年ダミー 

𝑥13𝑖𝑡：2009年ダミー 

𝑥14𝑖𝑡：2010年ダミー 

𝑥15𝑖𝑡：2011年ダミー 

𝑥16𝑖𝑡：2012年ダミー 

 

これらの変数の記述統計量は表4の通りである。 

 

表4 記述統計量 

  サンプル 平均 標準偏差 最小値 最大値 

BCC効率値 4354 0.591 0.170 0.208 1 

病床利用率（％） 4354 73.537 14.403 14.4 104 

平均在院日数（日） 4354 19.148 9.592 1.4 269.5 

法全部適用ダミー×年 4354 1.800 2.259 0 7 

地方独立行政法人ダミー×年 4354 0.024 0.290 0 7 

指定管理者ダミー×年 4354 0.004 0.120 0 4 

PFIダミー×年 4354 0.026 0.275 0 6 

再編・ネットワーク化ダミー×年 4354 0.147 0.736 0 7 

二次医療圏人口密度（人/㎢） 4354 877.932 2072.954 12.2 16876.2 

二次医療圏15歳未満人口比率（％） 4354 8.243 6.389 0.093 67.57 

二次医療圏65歳以上人口比率（％） 4354 16.737 12.958 0.144 39.94 
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４ 分析結果と考察 

 

（1） 分析結果 

分析の結果は表5の通りである。統計ソフトはStata13を用いた。 

 

表5 分析結果 

  係数 標準誤差 z値 P値  

病床利用率 0.0016 0.0002 10.58 0.000 *** 

平均在院日数 -0.0003 0.0002 -1.95 0.052 * 

法全部適用ダミー×年 0.0040 0.0010 4.09 0.000 *** 

地方独立行政法人ダミー×年 0.0062 0.0068 0.92 0.358  

指定管理者ダミー×年 -0.0093 0.0144 -0.65 0.518  

PFIダミー×年 0.0519 0.0069 7.54 0.000 *** 

再編・ネットワーク化ダミー×年 0.0041 0.0021 1.95 0.051 * 

二次医療圏人口密度（人/㎢） 8.89E-06 2.74E-06 3.24 0.001 *** 

二次医療圏15歳未満人口比率（％） 0.0005 0.0005 1.07 0.286  

二次医療圏65歳以上人口比率（％） -0.0002 0.0003 -0.76 0.449  

2007年ダミー -0.0421 0.0049 -8.57 0.000 *** 

2008年ダミー -0.0369 0.0046 -7.95 0.000 *** 

2009年ダミー -0.0139 0.0044 -3.13 0.002 *** 

2010年ダミー -0.0087 0.0043 -2.03 0.042 ** 

2011年ダミー -0.0055 0.0042 -1.32 0.186  

2012年ダミー -0.0049 0.0035 -1.4 0.162  

定数項 0.4751 0.0141 33.58 0.000 *** 

サンプルサイズ…4354、グループサイズ…622、対数尤度…4607.3 

 

（2） 考察 

 以上の分析結果から考察を行う。経営効率化の変数である病床利

用率については、係数が正の値であり、統計的に有意となった。こ

れは、ガイドラインで示された経営効率化のための施策が有効であ

ったことを示唆していると考えられる。ガイドラインでは、病床利

用率の向上のために病床数の削減、病院の診療所化、再編・ネット

ワーク化を推進している。この中で、病床数の削減については総務

省によって様々な政策が実行されており、2007 年の 23 万床から

2014 年の 21.3 万床へと、約 1.7 万床の削減に取り組んでいる。病

院の診療所化については、総務省の「公立病院改革プラン実施状況

等の調査結果（平成25年度）」によると、プラン実施期間中に30の

病院が診療所化されている。再編・ネットワーク化については後述

するが、これらの取組によって、病床利用率の向上が図られ、結果

として経営効率化に影響を与えたのではないかと考える。 

平均在院日数については、係数が負であり、統計的に有意となっ

た。つまり、平均在院日数が短いほど経営効率性が高いという結果

が得られた。一方で、平均在院日数削減の過度な追求は、本来必要

な在院日数を超えて短縮され、十分な医療が提供されない可能性も 

 

考えられる。 

 経営形態の見直しについては、地方公営企業法の全部適用と PFI

の導入が正に有意な結果となった。地方独立行政法人化の係数は正

であり、指定管理者の係数は負であるが、ともに統計的に有意では

なかった。地方独立行政法人化については、減価償却費の発生等の

財務負担の増加によって、効率化が十分に進まなかったのではない

かと考えられる。また、指定管理者制度については、民間団体に管

理を委ねるものの、施設の管理や医療行為については法令による民

間介入の制限が存在するため、統計的に有意な効果が見られなかっ

たのではないかと考える。これらのことから、事業形態の見直しの

中でも地方公営企業法の全部適用とPFIを導入し、民間的経営手法

を取り入れ、継続的に経営改革を行った病院において、経営効率性

がより向上したと考えられる。 

 再編・ネットワーク化についても、係数が正であり10％の棄却水

準で統計的に有意となった。地域において医療機関の統合・ネット

ワーク化を図り、その地域にとってより適切な医療提供体制を構築

することで、公立病院の経営が改善されたということが分析から見
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て取ることができる。尚、病床利用率と再編・ネットワーク化の相

関係数は 0.029 であるため、多重共線性が存在する可能性は低いと

考えられる。 

 地域的要因について見てみると、人口密度の係数は正であり、統

計的に有意性を示した。つまり、人口密度が高い地域ほど経営効率

性が高いことが示されている。これについては、人口密集地には大

規模な病院が多く存在し、規模の経済効果が働き、経営効率的にな

る事例も多く見られたと考えられる。 

また、年度ダミーの係数は負であり、年を経るにしたがって係数が

0 の値に近づいていることからも、経年による生産性の向上が存在

していることが分かる。一方で、2007年から2010年ダミーについ

ては統計的に有意となったが、2011年及び2012年では有意となら

なかったことについて、近年は全体としての生産性の向上があまり

見られないのではないかと考えられる。 

 

ⅴ 政策提言 

 

１ 政策提言の方向性 

 

分析結果から、病床利用率が高いこと、平均在院日数が短いこと、

地方公営企業法を全部適用していること、PFI が導入されているこ

と、再編・ネットワーク化が実施されていること、人口密度が高い

地域であることが、公立病院の経営効率を向上させる要因であるこ

とが分かった。本稿の目的は、今ある医療資源を有効に活用し、公

立病院の経営を改善する政策を提言することである。そこで我々は、

経営効率化、経営形態、再編・ネットワーク化に係る変数から考え

られる政策の妥当性について考察を行い、本稿で提言する政策を決

定した。 

分析より、経営効率化に係る変数については病床利用率の向上と

平均在院日数の短縮が有効であると示されたが、平均在院日数の過

剰な短縮については、本来必要な医療が提供されなくなる恐れもあ

るため、経営効率性向上のための方策として採用しないこととした。

病床利用率の向上のための手法として、先述の通り、病床数の削減、

病院の診療所化、再編・ネットワーク化の 3 つが挙げられている。

このうち、再編・ネットワーク化は、分析にて個別の変数として経

営改善に有効であるという結果が示されている。このことから、再

編・ネットワーク化を推進することで直接的に、更に病床利用率を

向上させることで間接的に経営効率化を図ることを目指す。経営形

態の見直しに関しては、分析では地方公営企業法の全部適用と PFI

の導入が正に有意な結果となった。しかし、PFIの導入については、

民間的経営手法を導入したことで一定の効率化を図ることができた

が、指定管理者制度と同様に医療行為について法令による制限があ

り、病院の経営の抜本的な改革が実施できない可能性がある。この

ことから、経営改善を行うためには地方公営企業法の全部適用を導

入することが効果的であると考える。 

以上より、公立病院の経営改善の政策として、地方公営企業法の

全部適用への移行促進、IHN（統合ヘルスケアネットワーク）の導

入推進を提言する。 

 

２ 地方公営企業法全部適用への移行推進 

 

本稿の分析から、地方公営企業法の全部適用が病院の経営を効率

化させるという結果が得られた。ここから、公立病院の経営改革を

推進することを目的として、地方公営企業法の一部適用からの全部

適用への移行促進と、その実効性の向上に係る政策を提言する。 

 

（1） 地方公営企業法 

まず、地方公営企業法の適用方法の違いについて見る。 

地方公営企業のうち、病院事業は地方公営企業法の財務規定のみ

が適用され、人事や給与体系等については病院ではなく地方公共団

体が意思決定を行っている。これを地方公営企業法の一部適用とい

う。この場合、最終的な経営責任も地方公共団体の長が持っており、

現場における経営責任の所在は不明確である。また、公立病院の職

員の経営に関する意識や危機感が欠如しやすいといった問題点も生

じている。 

地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行した場合、地方公

共団体の長は事業管理者を選任し、人事や経営に関する権限がその

事業管理者に移管される。これにより、意思決定が迅速化され、現

場の実情に即した経営を行いやすくなるという効果が得られる。経

営に柔軟性を持たせることができ、職員の経営意識の向上にもつな

がるとも考えられる。また、人事や給与体系も病院ごとの決定が可

能となる。 

 

（2）全部適用における課題 

地方公営企業法の全部適用には上述のようなメリットがあるが、

以下の2点が全部適用への移行における課題とされている。 

 

（ア） 全部適用に移行した公立病院の人事や給与に関わる事務・

管理部門負担の増加 

一部適用では、各地方公共団体が病院の組織体制や人員の定数、

予算、給与等の決定についての権限を有し実施しているが、全部適

用では、特に組織体制や給与について独自に決定する権限が与えら

れる。それに伴い、地方公共団体が担っていた人事や給与に関わる

事務的作業を各公立病院で行う必要があり、そのために事務・管理

部門の組織を拡充しなければならず、人員増加等によってコストが

増加するといった課題がある。 

 

（イ） 全部適用の実効性 

全部適用によって各公立病院が独自に変更できる人員配置などの

組織体制や、給与面等において、変更が見られず、実質的に一部適

用と同様の経営を行っていることがある。全部適用に移行した公立

病院は、より自律的な経営を行えるはずであるにも関わらず、一部

適用との違いを反映した病院の経営の見直しを行っていない。例え

ば、給与水準は、他の全部適用事業との均衡を考慮し、それらに準

じて設定されていることが多い。全部適用移行による利点を活かす
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ためにも、各公立病院において全部適用後に具体的な経営改革が実

施しているかを把握する必要があるといえる。 

 

（3） 全部適用の実現可能性 

本稿では地方公営企業法全部適用への移行推進のため、移行の際の

課題に対する施策を 2 つ提言する。これらの政策によって公立病院

が全部適用に移行する際の障壁が低くなり、経営効率化に向けた実

質的な改革が担保されると考える。 

 

（ア） 事務・管理部門設置の人件費の拠出 

公立病院が地方公営企業法の適用範囲を一部から全部に移行する

際に、事務・管理部門の拡大により人件費等のコストが増えるとい

う導入時のハードルを下げるために、拡大した分の事務・管理部門

に係る人件費の一定割合を5年間、国が拠出することを提言する。 

公立病院改革プランの実行期間は約 5 年間とされており、地方公

営企業法の適用範囲の変更の際にも、新体制の定着に同程度の歳月

が必要であると考えられる。このことから、期間を 5 年に限定し、

人件費の増加分のうち一定割合を行政が負担することで、全部適用

移行へのハードルを下げ、全部適用への移行促進を図る。また、拠

出する割合については、当該改革を行う公立病院の規模や経営状態、

経営改革の程度や地域特性等を総合的に考慮して決めるものとする。

また、拠出される費用については公立病院改革プランの経営形態の

見直し等に充てられる予算を活用する。 

このようにして、地方公営企業法の全部適用への移行に際するハ

ードルを下げ、民間的経営手法の導入を促進させる。公立病院が、

その事業収入と基準内繰入金で黒字経営を実現し、基準外繰入金等

の公立病院の赤字の補填に充てられる財源を減らすことで、最終的

に行政の負担を軽減できると考える。  

 

（イ） 全部適用による改革状況の報告義務化 

 公表されている公立病院の財務諸表から、各病院の経営面におけ

る改革の成果を把握することは可能である。しかし、人員配置等の

組織体制や給与面、意思決定の速度といった実務面における変化に

ついては不透明な状況である。総務省は公立病院諸改革によって経

営が改善した公立病院の一部を「公立病院改革事例集」で取り上げ

ているが、経営の改善がみられない病院については経営改善に向け

た取組の状況を確認することができない。具体的な改革の取組の報

告を受けることで、全部適用移行後における各公立病院の改革に向

けた取組を把握することが可能になる。また、病院を設置している

地方公共団体を報告先とすることで、公立病院に繰出を行う地方公

共団体がモニタリングの役割を果たし、公立病院が組織体制や給与

面等における具体的な改革を行うことの実効性を確保することがで

きると考える。 

 

 

 

 

 

３ 日本版 IHNの導入推進 

 

（1） 日本版 IHNの導入推進 

 前章の分析より、公立病院改革ガイドラインにおける再編・ネッ

トワーク化の施策が、公立病院の経営効率性を高めるという結果が

得られた。また、公立病院の再編や統合を行った結果、医師数の増

加や休止していた診療科の再開、不足していた診療科の拡充等につ

ながり、経営の安定化と地域における必要な医療提供体制の確保を

達成した事例も存在している。しかしながら、2013年度までに再編・

ネットワーク化に係る計画を策定した病院の割合は 51.5％であり、

約半数の地方公共団体が計画策定に未着手である。また、厚生労働

省による医師確保対策は行われているものの、依然として国全体に

おける医師不足の状況が続いており、地域における病院の医師不足

による「共倒れ」も懸念されている。こうした状況を受けて、新ガイ

ドラインにおいては、再編・ネットワーク化のさらなる推進が求め

られている。 

 先の改革における再編・ネットワーク化の事例は、単一の地方公

共団体が開設している複数の病院や 2 つ、3 つ程度の少数の地方公

共団体がそれぞれに開設する病院等の統合・再編が大半を占めてお

り、二次医療圏等の単位での大規模な統合・再編の例は少ない。し

かし、これまでに実施されてきたような小規模な統合や再編では、

同一の医療圏内でさえも医療資源の適正な配分を実現することはで

きず、医療の偏在を是正することは困難である。 

公立病院改革の目指すところは、地域における必要な医療提供体

制の確保と安定した経営の下での不採算医療や政策医療等の継続的

な提供の実現である。この究極的な目標の達成のためには、今後、

より広範囲にわたる病院の再編・統合が必要といえる。その方策と

して、我々は日本版 IHNの推進を提言する。 

 

（2） IHNの概要  

 IHNとは、Integrated Healthcare Network、統合ヘルスケアネ

ットワークの略称であり、急性期ケア、亜急性期ケア、リハビリ、外

来、在宅ケア等の医療機能や、福祉・介護機能といった異なる機能

を有する医療施設、医療従事者が垂直統合し、一体的な経営の下に

運営する事業体を意味する。アメリカにおいては、すでに500以上

の IHN が存在しており、IHN が医療提供体制において一般化して

いるといえる。 

先述した IHNの仕組みは、医療保険や医療提供体制が効果民家に

関わらず機能している。医療保険と医療亭供体制がともに公中心で

あるオーストラリア、カナダのケベック州においては、公立病院中

心の IHNのシステムが構築されているが、アメリカでは、公立病院

IHNと非営利民間病院 IHNの2種類が存在している。 

現在、我が国において、公立病院改革と並行して地域医療構想が

進行していることは第 1 章で述べた通りである。地域医療構想は、

公立病院だけでなく、公的病院、民間病院等を含めたあらゆる設置

主体の病院が、ともに目指すべき、より効率的で質の高い地域の医

療提供体制の姿を示すものである。新ガイドラインにおいては、地

域医療構想を踏まえて公立病院の役割を検討した結果、公的病院や
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民間病院等との再編成が必要となる可能性についても言及されてい

る。 

 以上で述べてきた各国や我が国の現状を踏まえて、本稿で提言す

る日本版 IHN においては、第 1 段階として地域医療構想の構想区

域内にあるすべての公立病院及び診療所の経営主体の統合を目指す。

地域における医療需要等が変化した場合には、公的病院や民間病院

等との再編成も視野に入れ、地域住民が必要な医療サービスを享受

できる IHNの構築を図ることとする。 

 

（3） IHNのカバーする範囲 

 これまで、都道府県は、各々の策定する医療計画の中で、高度・先

進医療を除く一般の入院医療の完結する区域として二次医療圏を定

めてきた。しかし、現在進められている地域医療構想においては、

2025 年時点における医療提供体制の確保を図ることが必要とされ

ているため、そこで基準とされる構想区域は、二次医療圏を原則と

しつつも、必ずしも現在の二次医療圏と一致するとは限らない。新

ガイドラインにおいても、公立病院改革は地域医療構想の検討及び

それに基づく取組と整合的に行われる必要があると言及されている。

以上のことから、本稿では、地域医療構想の構想区域を日本版 IHN

構築の前提とする。 

 

（4） IHN導入の効果 

 

（ア） IHN化で指摘されているメリット 

IHN が広く普及している米国において、公立病院 IHN と非営利

民間病院 IHNの2種類のIHNが存在していることは先述の通りで

ある。アメリカでは、非営利民間病院 IHNが先に展開したが、公立

病院においても、安定した経営とセーフティネットとしての機能の

確保のため、次第に IHN化を図る動きが顕著になってきている。全

米公立病院協会が挙げている公立病院が IHN 化を目指すメリット

は、以下の2つに大別することができる。 

 

① 規模の経済効果 

 IHNは複数の医療機関、医療従事者が経営を統合した事業体であ

るため、事業体としての規模は大きなものとなる。公立病院が IHN

化し、事業規模が拡大すると、規模の経済効果が働き、資金調達や

医療 IT投資が容易となる。また、最もコスト効率が高い仕組みによ

る医療の提供能力や購買時の価格交渉力の向上も期待できる。 

 

② 医療の質の向上 

 IHN は異なった機能を有する医療施設等が統合した事業体であ

る。そのため、患者の情報が医療施設間で共有され、患者のその時々

のフェーズに合った必要なサービスを途切れることなく提供するこ

とが可能となる。さらに、共有された情報に基づく、より効率的な

医療の提供や、同一の医療圏における医療の質の標準化も可能とな

る。 

 

 

（イ） 日本版 IHN導入の効果 

以上に述べた IHN導入の効果は、日本においても同様に期待でき

ると考えられる。加えて、我々はこれらの効果とは別に、日本で IHN

を導入した場合に次の3つの効果が期待できると考えている。 

 

① 地域医療構想の構想区域における機能ごとの必要病床数確保の

迅速化 

 現在、各都道府県において医療・介護需要が最大化すると予測さ

れる 2025 年の必要病床数確保のための施策がとられている。病床

機能ごとの必要病床数の調整は、公立病院だけでなく、公的病院や

民間病院等の医療機関の協議により行われることから、協議への参

加主体が多いほど調整は困難になると考えられる。また、必要病床

数の見直しは 2025 年に合わせてのみ実施されるとは考えにくい。

以上のことから、構想区域の公立病院が 1 つの IHN を構築するこ

とで、今後幾度も行われると考えられる必要病床数見直しのための

協議への参加主体が整理され、より迅速に適切な医療体制の確保を

実現できると考えられる。 

 

② 地域医療における有床診療所の維持 

 有床診療所とは、19床以下の病床を備え、外来及び入院医療を行

う小規模医療施設のことである。有床診療所は、急性疾患だけでな

く、慢性疾患の急な変化に対応したり、高齢者の療養や介護の受け

入れ、分娩、小手術だけでない比較的高度な手術を行ったりと、地

域医療において重要な役割を果たしている。有床診療所は、過疎地

域において地域医療の中心を担っていることもある。しかし、有床

診療所入院料の診療報酬が病院のものと比べ非常に低く設定されて

いるために、有床診療所としての経営が困難なものとなり、無床の

診療所への転換や閉鎖が進み、有床診療所は減少の一途をたどって

いる。公立病院が IHN化し、事業規模が拡大することで、採算部門

と不採算部門のリスク分散が可能となり、有床診療所が存続しやす

くなると考えられる。 

 

③医師の確保及び診療科の拡大 

 特に地方の公立病院においては、医師不足及びそれに付随する診

療科の閉鎖等も大きな問題とされている。しかし、地方の公立病院

で、ガイドラインで挙げられていたような再編・ネットワーク化を

実施したことにより、医師数の増加や休止していた診療科の再開や

不足していた診療科の拡充等につながった事例も存在している。こ

のことから、公立病院の IHN導入により、地域における医師の確保

と診療科の拡大を図ることができると考えられる。 

 

（5） 実現可能性 

 

（ア） IHN導入の課題 

ここでは、IHN導入に向けた課題を挙げる。 

課題としては、①特に都市部の病院において、採算性の高い医療

分野で激しい競争状態にあること、②統合によりなくなる病院・診

療科の職員、地元住民からの強い反対が予想されること、③道路イ
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ンフラ等が整備されていない地域では、人口すなわち医療機会から

推計される必要量以上に重要拠点を散在させざるを得なくなること、

④IHN導入に必要不可欠であるICTシステムの普及率が低く、IHN

化を進めるのに十分に条件が整った環境とはいい難いことが考えら

れる。 

 

（イ） IHN導入の実現可能性 

 ここでは、（ア）で示した IHN 導入の課題を検討した上で、本政

策の実現可能性について述べる。 

まず①に関して、主に都市部において同一地域に複数の医療機関

が並存し、役割が重複している場合には、地域医療構想により今後

医療需要に沿った医療機能の分化・連携が行われるため、課題の解

決がされると考えられる。また、公立病院が担う不採算・特殊部門

の医療の提供にかかる経費は、基準内繰入金として支給されるため、

公立病院に限定した IHN ではこれは大きな問題にならないと考え

られる。 

次に②に関して、病院の統合に対する反対が多く出ると予想され

るのは、主に過疎地域等の病院へのアクセスが困難な地域であると

考えられる。このような地域では、規模の大きい病院を 1 つ設ける

よりも、有床診療所を複数設ける方が住民のニーズに応えることが

できると考えられる。前述の通り、IHN化により公立病院の事業規

模が拡大することで、採算部門と不採算部門のリスク分散が可能と

なり、有床診療所等の小規模な医療機関は存続しやすくなると考え

られる。したがって、IHNは過疎地域においてはむしろ有効な政策

であるといえる。 

③に関して、IHN導入後に人口から見た必要量以上の重要拠点の

散在を懸念される地域では、医療提供体制確保のために、現在も人

口から見た必要量以上の重要拠点が存在していると考えられる。こ

のような地域においては、1つの構想区域内に2つの IHNを構築し

たり、有床診療所を多く配置したりすることで、より効率的な経営

と医療提供体制の確保が可能であると考えられる。 

最後に④について検討する。我が国の医療分野における ICTシス

テムの普及率を見ると 、2011 年時点での一般病院における電子カ

ルテシステムの導入率は21.9％、オーダリングシステム8の導入率は

39.3％と、IHN化を進めるのに十分に条件が整った環境であるとは

いい難い。 

しかし、2016年3月に厚生労働省が発表した「医療等分野におけ

る ICT化の徹底について」によると、現在政府は地域医療ネットワ

ーク化を促進するため既存のネットワークの調査・分析を行う段階

にある。さらに、調査結果を基に、2018年度以降地域医療情報連携

ネットワークの普及を全国的に行っていく方針が決定している。 

また、2014年度からは地域医療構想推進のための資金として地域

医療介護総合確保基金が設置されており、具体的な使途は各都道府

県に一任されている。この基金は創設されてまだ日は浅いものの、

既に ICTシステム導入のために利用された実績がある。今後、各都

道府県が当該基金からICTシステムの導入を検討している病院に積

                                                   
8 医師が、看護師や薬剤師等医療技術職に対して行う指示の内容を直接コン

極的に資金を投じれば、ICT システムの導入数は今よりも増加する

と考えられる。以上より、今後は国・都道府県両主導のもとで ICT

の導入が推進され、IHN の導入障壁は低くなることが予想される。 

以上より、IHN導入に際して予想される課題の解決は可能であり、

本政策の実現可能性は十分にあると考えられる。 

 

Ⅵ おわりに 

 

本稿では DEA を用いて公立病院の技術効率性を計測し、公立病

院改革ガイドラインに基づく施策が公立病院の経営を効率化させる

かについて実証分析を行った。その結果、経営形態の見直しについ

ては、地方公営企業法の全部適用やPFIの導入が経営を効率化させ

ることが分かった。また、再編・ネットワーク化を実施することが

病院経営の効率化に有効であることが示された。これらの結果を踏

まえ、我々は、地方公営企業法の全部適用への移行促進と日本版

IHNによる構想区域単位での公立の医療機関の統合を2つの政策を

提言した。 

 しかし、本稿では十分に考慮しきれなかった課題も残されている。

本稿では、医療の質についての考慮がデータの制約上できなかった。

池田（1999）では、医療保険制度改革の実施において医療の質の評

価に関する検討が不可欠であると述べている。医療の質の評価・公

表を行っている事業として、厚生労働省の「医療の質の評価・公表

等推進事業」等が挙げられるが、参加病院の数は少なく実施年数も

少ないため、公立病院改革プランの実施の影響を分析した本稿では

扱うことができなかった。今後、医療の質の評価・公表等推進事業

に参加する公立病院が増加すれば、効率化と医療の質の双方に着目

した定量的な分析が可能になると考える。 

高齢化が著しく進行する日本において、医療に対する需要はさら

に増加すると見込まれている。こうした状況の中で、地域における

医療を持続的に提供するために、公立病院の経営を早急に安定させ

ることが望まれる。最後に、本稿が公立病院の経営効率化を促し、

地域医療の提供体制の整備の一助となることを願い、本稿を締めく

くる。 

 

 

 

  

ピュータに入力し、正確かつ迅速に各部門に伝達するシステムのこと。 
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第 2章 万引き再犯の要因と 

抑止策に関する実証分析 

 

 

小田 健太 加藤 久美子  

上野 裕貴   笹川 真理子  

前嶌 大輝 

 

要旨 

 

2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、2013 年に政府は「世界一安全な日本創造戦略」を策定した。

長年の景気低迷や震災から復興した日本が自信を取り戻すため、また、世界各国からの訪問者とともに安心してオリンピック

を成功させるためにも犯罪対策は急務であるとしている。更に、開催地の決定にあたり国民の規範意識に支えられた治安の良

さが大きな強みになったことも踏まえると、犯罪対策は重要な課題であるといえる。 

数ある犯罪の中でも、本稿は特に万引きに注目する。万引きは一般刑法犯の 30%以上を占めており、重点的に対策が取られ

るべき犯罪である。また、万引き発生の要因は、犯罪機会論に基づく店舗対策などの効果は検証されているものの、犯罪原因

論に基づく要因が万引きに与える影響は十分に検討されていない。本稿では、一般刑法犯に占める万引きの割合が大きいこと、

犯罪原因論に基づく分析が蔑ろにされていることを問題意識とする。 

筆者の調査の限り、犯罪機会論と犯罪原因論の全てを考慮した実証研究は存在しない。その全てを考慮し、より精緻な実証

分析を行ったことが本稿の独自性である。固定効果モデルを採用し、6 期間の都道府県別パネルデータを用いて実証分析を行

い、犯罪機会論と犯罪原因論に基づく変数が万引きに与える影響を明らかにする。分析から、完全失業率が万引きに正の説明

力を持つことが分かった。 

実証分析と現状分析を踏まえて、以下の二つの政策を提言する。 

政策提言 1. 保護観察者初回雇用奨励金の新設 

政策提言 2. 保護観察者職場定着支援奨励金への変更 

 以上の提言により、万引きを含む再犯が抑制され、その結果、犯罪全体の数も減少し「世界一安全な国、日本」の実現に貢

献することができる。更に、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会だけでなく、その先の未来においても、日本の治

安に対する国内外からの信頼を得ることができると期待する。 

 

 

 

 

 

本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、多くの方々から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝

の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。
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Ⅰ はじめに 

 

2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、2013

年に政府は「世界一安全な日本」創造戦略を策定した。長年の景気

低迷や震災から復興した日本が自信を取り戻すため、また、世界各

国からの訪問者とともに安心してオリンピックを成功させるため

にも犯罪対策は急務であるとしている。更に、開催地の決定にあた

り国民の規範意識に支えられた治安の良さが大きな強みになった

ことも踏まえると、犯罪対策は重要な課題であるといえる。 

さらに、2015年には「宣言：犯罪に戻らない・戻さない」が発表

された。「世界一安全な国、日本」を実現するためには、刑務所出

所者等の再犯防止対策が重要な課題であるとし、犯罪や非行をした

者を再び受け入れる（RE-ENTRY）ことが自然にできる土壌づくりを

図っている。2020年までの数値目標として、出所者等の事情を理解

した上で雇用している企業の数を2015年比3倍にすること、帰るべ

き場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を2014年比3割減以

上にすることを掲げている。しかし、こうした戦略や目標とは裏腹

に、出所者を雇用する企業数は近年わずかに増加している9のみで

あり、本年度から4年間で約1500社まで急増させることは困難を極

めるといえる。 

 その出所者を雇用する企業が増加しない原因の一つに、犯罪者を

雇用するにあたって行わなければならない教育や訓練にかかる費

用などが挙げられる。2015 年に、政府は就労支援政策を拡充し犯

罪者を雇用する企業への支援金を増額した。 

 本稿では実証分析を行い、再犯性の高い万引きの発生要因を明ら

かにし、現行の就労支援策の課題を指摘する。その後、より効果的

な就労支援政策を提言し、「世界一安全な国、日本」の実現を目指

す。 

 

Ⅱ 現状分析・問題意識 

 

１ 犯罪の現状 

 

一般刑法犯10認知件数11をみると、平成 14年に 285万 4061件と

いう戦後最高値を記録し、その後は減少傾向にある（図 1）。一般

刑法犯検挙件数をみると、近年では、平成 13年に底を打ちその後

増加したものの、平成 17年以降減少を続けている（図 1）。認知件

                                                   

 
9 2015年4月時点で472社である。政府は2020年までの目標を約1500

社としている。 

10一般刑法犯：刑法犯から自動車運転過失致死傷罪、交通事故に係る業務

上過失致死傷罪・重過失致死傷罪などを除いたもの 

11 認知件数：警察が発生を認知した事件の数 

数における検挙件数の割合である検挙率は、平成 13年に近年最低

の 19.8%となっている。一般刑法犯検挙人員をみると、平成 17 年

まで増加傾向であり、その後少しずつではあるが、減少に転じてい

る（図 1）。ただ、すべての項目において減少傾向にあるとはいえ、

さらなる改善や生活の安全の維持のためにも犯罪対策は講じられ

るべきであろう。 

さらに、平成 25年版犯罪白書によると、平成 24年度の財産犯に

よる被害総額は約 1956.5 億円である12。同年度の都道府県警察の

合計予算は、3兆 2590億円であり、年間の刑事司法コストは約 1600

億円にものぼる。 

犯罪のデメリットはこのような金銭的コストだけでなく、治安の

悪化という質的な面も考えられる。犯罪が起きることで一度その地

域の治安が悪くなると、地域全体として防犯意識が低いという認識

が広まり、さらに犯罪がおきやすくなり、ますます治安の悪化が進

行する。実際、内閣府「治安に関する特別世論調査」（2012）によ

ると、調査対象者の 8割が、治安が「悪くなった」と答えている（図 

2)。 

以上から、金銭的なコストを減らすためにも、人々が安心、安全

な生活を営むことができるようにするためにも、犯罪対策を講じる

ことは重要であると考える。 

 

図1 一般刑法犯の動向 

 

（警察庁「平成26年の犯罪」より作成。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検挙件数：刑法犯において警察で検挙した事件の数。特に断りのない

限り、解決事件の件数を含む。 

検挙人員：警察が検挙した事件の被疑者の数。解決事件に係る者を含

まない。 
12 財産犯には認知されないもの、いわゆる暗数が多く存在するのでこの

値は被害の最少額であると推察される。 
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図2 最近の治安に関する認識 

 

（内閣府「治安に関する特別世論調査」（2012）より作成。） 

 

２ 万引きの現状 

 

（１） 万引きに注目する異議 

 

検挙人員の包括罪種別割合（2015）をみると、窃盗犯 52%、粗

暴犯 21%、その他 18%、知能犯5%、風俗犯 2%、凶悪犯 2%であ

り、窃盗犯が半数以上を占めている（図3）。また、認知件数、検挙

件数についても同様に、窃盗犯の件数は他の罪種と比べて非常に多

い（図 4）。窃盗犯が非常に多いという点から、本稿では窃盗犯に

注目する。 

窃盗犯のなかにも様々な様態、手口が存在する。まず様態別に、

侵入窃盗、非侵入窃盗、乗り物盗の3つに大別される。様態別の認

知件数、検挙件数、検挙人員をみると、非侵入盗が最も多い。非侵

入盗の手口には、職権盗、ひったくり、すり、万引きなどがあるが、

非侵入盗検挙人員のうち、万引きは約 67%を占めている（図 5）。

続いて、大きな割合を占める置引きの検挙人員が約5％であること

からも、万引きの検挙人員の多さが理解できる。次に、万引きの検

挙人員の割合の大きさに加え、万引きに注目すべき特徴的な要因を

4つ述べる。 

図3 包括罪種別の割合 比較 

 

（警察庁「平成26年の犯罪」より作成。） 

                                                   
13 再犯者率：調査年度における検挙人員に占める再犯者の割合。データ

 

図4 包括罪種別 比較 

 

（警察庁「平成26年の犯罪」より作成。） 

 

図5 非侵入検挙人員 手口別割合 

 

（警察庁「平成26年の犯罪」より作成。） 

 

万引きの再犯者率13 

 

万引きを含む犯罪全般の再犯を、政府は問題視しており、「世界

一安全な国創造戦略」においては「犯罪の繰り返しを止める再犯防

止対策の推進」が重点項目として設定されている。実際、検挙人数

においては約 3 割の再犯者が、件数でみると 6 割の犯罪を実行し

ており、さらに、刑務所の入所者における再犯者の割合は上昇して

おり、平成 24年度では全体の 6割を占めていることからも、再犯

の深刻性が説明できるだろう。 

続いて、万引きの再犯について考察する。万引きの再犯者率は高

く、覚せい剤取締法違反の29.1%と肩を並べるほどの、27.1%であ

る（図6）。また、前科のない万引き事犯者の、窃盗前歴の有無・回

数別再犯率をみてみると、窃盗前歴が多くなるほど、窃盗再犯率も

高くなっている。窃盗犯の多くを万引きが占めていることをふまえ

ると、万引きにおいて逮捕される回数が増えると、犯行を思いとど

まるのではなく、むしろ再犯をする、と解釈できる。さらに、静岡

県による「万引き被疑者へのアンケート集計結果」（2014）による

と、過去に万引きをして見つからなかった者のうち、半数以上が「ま

の制約上、こちらを参照する。 

再犯率：調査対象者の犯罪が再犯か否かを集計した割合。 
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た（万引きを）しようと思った」と答えている。つまり万引きは、

常習性や再犯性が非常に高い犯罪であるといえる。 

再犯の動機についてみてみると、男性については「生活困窮」で

ある者の再犯率が40％であり、「生活困窮」でない者の再犯率（20％）

を大きく上回る。再犯の動機としての「空腹」についても、そうで

ある者の再犯率が37.7％であり、そうでない者の20％を大きく上

回り、「生活困窮」の場合と同様の結果が得られた。女性について

は、これらの街頭絵の有無と再犯率に明確な関係は認められなかっ

た。 

さらに、犯行時の「居住状況」「婚姻状況」「就労状況」「経済状

況」をみる。 

「居住状況」については、犯行時、自宅に住んでいたものの再犯

率は（25％）は、自宅以外（42％）や住居不定の者（32％）よりも

低い。 

「婚姻状況」については、女性の場合は「配偶者と死別・離別」

した者(40％)が、「婚姻歴なし」（19％）や「婚姻継続中」（24％）

と比較して、再犯率が高くなっている。男性については、婚姻状況

と再犯率との間に関連性は見られなかった。 

「就労状況」については、男性の再犯率は，安定就労の者（15.1％）

の方が無職者（31.2％）よりも低い傾向にある。一方，女性は，就

労状況の違いと再犯率との間に明確な関連は見られなかった。また、

刑務所を出所した後の保護観察中の失業者についてみてみると、有

職者と比較して、4倍の割合で再犯を実行している。 

最後に、「経済状況」については、男性の場合は収入が安定して

いない者ほど再犯率が高くなるが、女性の場合は逆の結果が見られ

た。 

これらのことから、万引きは再犯性が高く、居住場所や配偶者の

有無、職の有無によって再犯率が異なるといえるだろう、 

 

図6 再犯者率の比較 

 

（警察庁「平成26年の犯罪」より作成。) 

 

万引きによる被害額 

 

全国万引犯罪防止機構による「第 11 回 全国小売業万引被害実

態調査」では、平成27年度の有効回答305社の万引きによる被害

総額は2億56万7823円であり、1社平均65万7599円であるこ

とが示されている。さらに全国規模で推計すると、年間4500億円

以上にのぼると述べられている。万引きによる被害額は大きいため、

対策を講じていく必要があるといえる。 

 

暗数の多さ 

 

万引き犯の認知件数は121,143件、検挙件数は86,784件であり、

検挙率は約 71.6％である。窃盗犯の検挙率 26.2％と比較すると高

い数値であるため、一見すると多くの万引き犯が認知され、さらに

検挙されているように思われる。しかし実際には、統計上に現れな

い暗数が存在する。全国万引犯罪防止機構による、第 11回全国小

売業万引被害実態調査報告書（2016）によると、有効回答数 573社

のうち、万引き犯を確保した際に「全件警察に届出する」と回答し

た企業は 55.3％であり、38.9％は「ケースバイケース」、0.7％は

「届出しない」と回答している（表 1）。また、店舗は万引き犯の年

齢によって対応を変えることがある。同機構による万引被害実態調

査アンケート結果（2003）によると、社会人が万引き犯の場合、約

48％の店舗が「警察に通報しない」と回答している（図 7）。 

店舗が警察に通報しない理由として、全国万引犯罪防止機構によ

る「第 11 回全国小売業万引被害実態調査報告書」（2016）では、

店舗責任者個人の判断や、通報の煩雑さが挙げられている。 

暗数の多さが深刻な問題であることは、（1）で述べた再犯者率の

高さとあわせて考えると分かりやすい。万引きは再犯者率が高いた

め、通報をせず、その常習性を排除しないで放置をすると、更なる

万引きに繋がりかねないといえるだろう。 

 

表1 万引き犯を確保した場合の対応 

 

（全国万引犯罪防止機構「第11回全国小売業万引被害実態調査報

告書」(2016)より作成。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答企業数 全件警察届出 ケースバイケース 届出しない 無回答

全体 573 55.3 38.9 0.7 5.1

スーパー 161 66.5 32.9 0 0.6

書籍・文具 102 55.9 39.2 0 4.9

楽器・ＣＤ・レンタル 73 45.2 41.1 1.4 12.3

百貨店 49 51 44.9 2 2

ドラッグストア 34 70.6 23.5 0 5.9

その他専門店 31 32.3 54.8 0 12.9

ホームセンター・カー用品 30 63.3 33.3 0 3.3

婦人服・子供服 21 28.6 61.9 4.8 4.8

玩具・ホビー用品 12 58.3 33.3 0 8.3

服飾・服飾雑貨 10 20 70 10 0

万引きへの対応(%)
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図7 万引き犯を確保した場合の年齢別対応 

 
（全国万引犯罪防止機構「万引被害実態調査アンケート結果」

（2003）より作成。) 

 

 

規範意識の低さ 

 

静岡県による万引き被疑者へのアンケート集計結果（2014）に

よると、万引き被疑者の 33％が「万引きは窃盗罪で、罰金や懲役

刑があることを知らなかった」と答えている。   また、万引き

行為に対する規範意識の項目では、約半数が「万引きを悪いことだ

とは思っていなかった」「捕まるとは思っていなかった」「捕まって

も弁償すればすむと思っていた」と答えており、刑罰の存在や検挙

については重く捉えていないという点で、万引き犯の規範意識の低

さがうかがえる（図8) 

 

 

図8 万引き犯の規範意識 

 

（静岡県警「万引き被疑者へのアンケート集計結果」（2014）よ

り作成。) 

 

 

 

                                                   
14 ストロークとは「相手を認める働きかけ」という意味の心理学上の用

（２） 万引きの要因 

 

 平成26年版犯罪白書では、万引き犯の特性を、「生活困窮型」、

「社会的孤立型」、「女性高齢者」、「精神疾患型」、「若年者」の 5類

型に分けている。 

 

生活困窮型 

生活困窮型とは、就業や所得の状況が悪くそれを原因にして万引

きを犯すパターンである。 

男性によく当てはまり、男性万引き事犯者の約6割が無職で、安

定収入のない者や資産のない者、借金・債務のある者のそれぞれの

割合が女性よりも高い。また男性の場合、生活困窮や空腹を動機と

する事犯者の窃盗再犯率が、それらを動機としない者よりも高いこ

とが分かっている。 

また、坂井（2012）によると、高齢万引き被疑者における無職の

割合は71.1%、無収入者は63.7%であり、成人ではそれぞれ52.9%、

52.9%である。また、経済状態について「困窮」「やや困窮」と答え

た高齢者は49.0%であり、成人は57.4%である。さらに、高齢者の

18.6%、成人の20.8%は犯行時に金銭を所持していなかった。 

 

社会的孤立型 

身寄りがないことが原因で孤独感を抱き、ストローク飢餓14に陥

る者もいる。この状態が酷くなると、マイナスのストローク（怒ら

れることや刑罰など)であっても得ようとし、万引きを犯すものも

存在するということである。 

平成26年版犯罪白書によると、離別・死別を含めた非婚者が調

査対象の被疑者の大半を占め、男性の 4 割以上が単身居住者であ

ると示されている。また男性の単身居住者のうち、交流のある近親

者もいない者は、同居人のいる者や交流のある近親者のいる単身居

住者と比較して、窃盗再犯率が高いことも示されている。女性の調

査対象被疑者の場合、「近親者の病気・死別」や「家族と疎遠・身

寄りなし」という状況下にある者が多い。 

 

精神疾患型 

和田（2005）によると、摂食障害患者において、多衝動性過食症

と呼ばれる一群が存在し、その衝動行為の例として、自傷行為や性

的逸脱そして万引きなどが挙げられている。 

男性は女性に比べて、アルコール依存症の既往歴のある者の割合

が高い。一方で女性は男性に比べて、気分障害や摂食障害の既往歴

のある者の割合が高い。 

また、窃盗に直接結びつく精神疾患である、クレプトマニア(窃

盗癖)も存在する。この疾患の特徴は文字通り衝動的な窃盗を繰り

返すことであり、窃盗の行為自体が目的であるため、生活上困窮し

ていない者が犯す場合もある。窃盗で得られる快感は一時的で、盗

みが終わった直後から強い後悔が続くが、また買い物に行くと窃盗

語である。これを受けることが不足すると、ストローク飢餓、ストローク

ゼロ(全く無い状態)と呼ばれる。 
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衝動が出て盗みを働いてしまうため、クレプトマニアによる再犯も

問題となっている。 

 

女性高齢者 

高齢化に伴い、高齢者による万引きが増加している。中でも、女

性の万引き検挙人員に占める高齢者の割合は、平成 6 年度から平

成26年度までの20年間で約4倍に上昇している。 

女性高齢者が万引きを犯すに至った背景事情では、「近親者の病

気・死去」や「家族と疎遠・身寄りなし」の比率が高い。また、「近

親者の病気・死去」を背景事情に持つ者は、持たない者に比べて窃

盗再犯率が高い。 

以上から、女性高齢者型は社会的孤立型と重なる部分が大きいと

考えられ、社会的孤立解消のための政策を行うことで、この2つの

型にアプローチできると考える。 

 

若年者 

男性の万引き事犯者は女性の万引き事犯者と比べて若年者の割

合が高い。その動機として高いのは「換金目的」であり、背景事情

では「無為徒食・なまけ癖」にくわえ、「不良交友」の割合が高い

のが特徴である。これらの背景事情を持つ者の再犯率は、そうでな

い者に比べ高くなっている。 

法務省の「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 報

告資料」（2016）では、「再犯の可能性を考えると、未来の社会の治

安のために教育・訓練していくことが必要である」こと、「若年成

人についても少年院並みの教育を与える必要」であることが述べら

れている。 

 

（３） 問題意識 

 

一般刑法犯に占める万引きの割合が大きいこと、犯罪原因論15に

基づく分析が蔑ろにされていることを問題意識とする。 

そして実証分析のリサーチクエスチョンを「窃盗（万引き）の再

犯の要因は何か」と設定する。 

 

Ⅲ 先行研究・本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

 

（１） 犯罪の要因に関する議論 

 

 小宮（2005）によると、犯罪研究の基本的な考えにおける大

きな変化は「犯罪原因論」から「犯罪機会論16」への移行である

とされる。 

                                                   
15 犯罪原因論：犯罪者の個人属性に原因を求める。  

1980年代以前の犯罪研究においては、犯罪者が犯行に及んだ原

因、例えば生活困窮や社会的孤立、精神疾患などの個人属性を究

明し、個人に対する策を講じることで、犯罪を予防しようとする

「犯罪原因論」が基本的な考え方であった。つまり、犯罪者と非

犯罪者の明確な区別を前提としていた。対策の例として、生活保

護や社会的孤立対策などが挙げられる。しかしこの「犯罪原因

論」に基づく対策は犯罪に対して間接的であり、即時的な効果が

期待されないことから、重要視されなくなった。 

1980年代以降、犯罪者と非犯罪者の区別を明確にはせず、誰し

も罪を犯す可能性を持つという前提をおき、犯罪の発生場所や発

生条件を分析して、犯罪の機会を減らすことで犯罪を防止しよう

とする「犯罪機会論」に移行した。「犯罪機会論」に基づく対策

は犯罪に対して直接的なので策を講じやすく、即時に効果が現れ

る。 

こうした背景から、現在も犯罪に関する研究は「犯罪機会論」を

もとに行われている。しかし本来は、「犯罪原因論」と「犯罪機会

論」は車の両輪のような関係であり、両者の対策を同時並行で行う

必要がある。その点、近年は「犯罪原因論」が軽視されてきている

と考える。津島（2010）は、貧困が様々な社会的・文化的要因を介

して犯罪行動の発生に影響を与えていると主張している。また、片

平（2010）では、安全な地域社会の実現のためには、治安の取り締

まり策の強化よりも、社会保障の充実という「犯罪原因論」に沿っ

た対策が重要だという仮説をたてており、犯罪増減の要因として、

社会保障の充実度が関係していると示唆している。さらに、榎・細

井・小泉・片平（2011）では、社会保障の充実度と犯罪の発生率が

関連していることが定量的に示されている。尾田（2014）では、高

齢者による万引きの背景に社会的孤立があることが示されている。 

「犯罪原因論」に基づく対策は間接的ではあるものの、犯罪防止

策である。本稿では、この2つの理論が両者とも重要であるという

考えに基づき、論を進める。 

 

（２） 窃盗・万引き発生の決定要因 

 

 前項では犯罪の要因についての議論を紹介したが、犯罪の大

部分を占める窃盗・万引き発生率の要因を分析した研究は少な

い。また、「犯罪機会論」と「犯罪原因論の生活困窮型」、「犯

罪原因論の社会的孤立型」、「犯罪原因論の精神疾患型」のすべ

てを考慮した研究は存在しない。本項では、万引きの背景に社会

的孤立があることを示した尾田（2014）と、「犯罪原因論の生活

困窮型」を考慮した津島（1996）、「犯罪機会論」と「犯罪原因

論の生活困窮型」を考慮した大竹・小原（2010）の三つの研究を

紹介する。 

 尾田（2014）は万引きに関する調査研究報告書などを引用し考

察を加えている。個人要因(社会的孤立)に注目した研究であり、

万引きの心理的背景を少年、成人、高齢者で比較すると、成人、

特に高齢者では「孤独」や「生き甲斐がない」という回答が多い

ことを指摘している。この現状から、成人や高齢者の万引きに対

16  犯罪機会論：犯罪が発生した場所、環境に原因を求める。 
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しては、社会的孤立や生きがいに焦点を当てた政策も採用すべき

という結論を述べ、政策の方向性の示唆としている。万引きの心

理的背景、つまり個人要因に注目した貴重な研究ではあるもの

の、実証的な分析は行われていない。 

津島（1996）は都道府県別パネルデータを用いて、殺人、強

盗、窃盗の犯罪発生率の要因を分析している。説明変数には、失

業率、貧困率、所得格差、都市化度合などを採用している。分析

結果から、他の犯罪と比較して窃盗発生率に対しては、所得格差

が大きな影響を与えることを示している。 

大竹・小原（2010）は失業率と犯罪発生率の関係をみる中で、

都道府県別パネルデータを用いて犯罪発生率の要因を分析してい

る。対象としているのは包括罪種別の発生率である。変量効果モ

デルにおいて、本稿が注目する窃盗犯には失業率よりも貧困率

（脚注：所得階層の全国のメディアンの半分を所得水準とし、そ

の水準以下の世帯割合を求める)の方が重要な要因になり得ること

が示されている。警察官人口比という環境要因と、貧困率や失業

率という個人要因の2つに注目した研究であるといえる。 

これらの分析において、説明変数として共通に使用されてい

る、失業率と貧困率について明らかにされたことは、窃盗発生率

と正の関係にあるということである。しかし、これらの先行研究

は、「犯罪機会論」と「犯罪原因論の生活困窮型」、「犯罪原因

論の社会的孤立型」、「犯罪原因論の精神疾患型」のすべてを考

慮していない点に限界がある。また、分析結果を踏まえて窃盗防

止のため具体的な政策について触れられていない。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

分析に使用する代表的な変数については、大竹・小原（2010）を

はじめとする先行研究と同様のものを採用する。その上で、本稿の

独自性を加えて、窃盗・万引きをはじめとする犯罪の抑止をより実

現し得る政策を提言する。 

尾田（2014）は定性的な分析にとどまっていること、斉藤（2002）

は個人要因のみを考慮していること、大竹、小原（2010）は個人要

因と環境要因を考慮しているが、個人要因に関しては、「完全失業

率」「貧困率」という「生活困窮」のみを考慮しているという点に、

論文の限界がみられる。 

本稿の独自性とは、説明変数に独自の変数を加えている点である。

「犯罪機会論」と「犯罪原因論の生活困窮型」、「犯罪原因論の社会

的孤立型」、「犯罪原因論の精神疾患型」のすべてを考慮しており、

それに対応する変数を採用した。次節で詳しく説明するが、完全失

業率、単身世帯率、精神科外来患者人口比である。先行研究でも使

用されていた変数についても、データを新しくすることで、現在の

状況をより正確に捉えることができている。 

 

 

Ⅳ 理論・分析 

 

１ 犯罪理論 

 

Becker（1960）は、経済学において中心的な役割をしている経

済合理性を犯罪行為にも応用した研究として有名である。つまり、

犯罪を実行するか否かは合理的な選択行動のひとつであり、犯罪か

ら得られる利益がその機会費用（刑罰や罰金）を上回る限り犯罪は

実行されることになる。この場合、刑罰や罰金は犯罪行為に対する

対価であり、この対価を支払う能力（所得）が高い者は利益や効用

が対価を上回る限り、犯罪を実行する。犯罪も市場取引の対象とな

るのである。 

家庭でのしつけや社会の啓蒙など、他の変数を一定とするとき、

ある個人が有罪判決を受ける確率、あるいは有罪判決を受ければ刑

罰を課せられる確率が高くなるほど、犯罪を実行しなくなる。 

選択理論より、犯罪から得る期待効用が合法的な活動から得る

効用を上回るならば、個人は犯罪を実行する、と仮定する。したが

って、犯罪を実行する者たちはその動機の違いからではなく、利益

と費用に差があるから犯罪者となるのである。すると、ある個人が

犯す犯罪数と有罪判決を受ける確率、有罪判決を受ければ課せられ

る刑罰とその他の変数を結びつける関数関係を設定できる。これは、 

𝑂𝑗 = 𝑂𝑗(𝑝𝑗 , 𝑓𝑗 , 𝑢𝑗) 

と表せる。ここで、Ojは期間中に個人が犯す犯罪件数、pjは犯罪1

件当たりでみた個人が受ける有罪判決の確率、fjは犯罪1件当たり

でみた個人が受ける罰金、ujはこれら以外の Ojに影響を与える要

因である。 

有罪判決を受けた犯人のみが罰せられるので、犯人は価格差別と

不確実性に直面する。もし有罪判決を受ければ、犯罪あたり fjを支

払うが、そうでなければ支払わない。pjまたは fjのいずれかが高く

なれば、犯罪から得る期待効用は減少する。したがって、より高い

罰金を支払う確率か、罰金それ自体のいずれかを高くすることによ

って犯罪数を減らすことができる。 

 

２ 変数選択 

 

（１） 被説明変数 

 

 総人口に占める窃盗検挙人員の比率を用いる。窃盗検挙人員

は警察庁「犯罪統計」から、総人口は国勢調査からデータを得

た。総人口で除すことで、都道府県間の人口の差異が検挙人員に

与える影響を排除している。また、窃盗の検挙人員の約 7割を万

引きの検挙人員が占めていることから、データ取得の都合上、万

引き発生率の代替変数として使用している。また、再犯者の検挙

人員に関するデータが存在しなかったため、再犯者率が 48%こと

から初犯・再犯を合わせた窃盗発生率を用いた。 
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（２） 説明変数 

  

人口集中度 （仮説：係数は正になる。） 

人口集中地区に居住する人口の割合であり、都道府県の都市化

の度合いを示す。都市部と地方部では犯罪の傾向が異なるため、

説明変数に採用した。国勢調査からデータを得た。 

 

高校進学率 （仮説：係数は正になる。) 

中学校卒業者の内で進学した者の割合である。人口集中度と同

様に、県別の異質性が結果の影響を与えることを考慮し、若年の

犯罪環境(教育環境)を整える変数として使用した。学校基本調査

からデータを得た。 

 

警察官人口比 （仮説：係数の負にも正にもなりうる。） 

 総人口に占める警察官の比率である。警察官数は総務省の地方

公共団体定員管理調査から 、総人口は国勢調査からデータを得

た。犯罪機会論に基づき、監視性という意味でこの変数を採用し

た。そのため、係数は負になると考える。しかし、実際の窃盗対

策では、各店舗などが行うものが監視の力を持つ場合が多いと考

えられる。というのも、窃盗の大半は万引きであり、警察官数が

万引きを抑止するとは考えにくいためである。また、警察官人口

比が大きくなることで、警察が検挙する能力が高まり、むしろ係

数が正になる可能性も考えられる。 

 

完全失業率 （仮説：係数は正になる。） 

犯罪原因論の生活困窮型にあたる変数である。データは、労働

力調査から得た。Becker（1968）では、潜在的な犯罪者が犯罪を

おかすかどうかは、それにかかる費用と便益を比較検討して決定

すると示している。その間接的な費用として、職を失うという機

会費用がある。失業率が高くなると、失業者は合法的な活動によ

る所得が低下するため、犯罪をおかしやすくなる。よって、係数

は正であると考える。 

 

単身世帯率 （仮説：係数は正になる。） 

犯罪原因論の社会的孤立型にあたる変数とした。諸井（1992）

では、成人が孤独感をもつ主な要因に、家族関係の社会的孤立状

況（つまり単身生活など)を挙げているからである。 

総世帯数に占める単身世帯数の割合である。総世帯数、単身世

帯数ともに国勢調査からデータを得た。平成 26年版犯罪白書に

おいても、社会的孤立が要因として述べられているため、係数は

正であると考える。 

 

精神科外来患者人口比 （仮説：係数は正になる。） 

犯罪原因論の精神疾患型にあたる変数であり、総人口に占める

一日当たり精神科外来患者数の割合である。総人口は国勢調査か

                                                   
17 △：階差をとっていることを示す。 

ら、患者数は病院報告からデータを得た。平成 26年版犯罪白書

においても、精神疾患が要因として述べられているため、係数は

正であると予想する。 

 

法改正ダミー （仮説：係数は負になる。） 

2006 年の刑法改正で、窃盗犯に対して罰金刑が新設された。そ

の目的は窃盗にもさまざま種類があるので、より段階的な刑罰を与

えられるようにすることである。この法改正は犯罪を抑止する効果

を持つと考えられている。本分析では、2005 年から 2010 年にお

ける変化について1となるダミー変数を採用した。 

 

３ パネルデータを用いた実証分析 

 

（１） モデルの選択 

 

パネルデータを用いた最小二乗法分析を行う。データは都道府

県別の1980年~2010年までの5年おき7期間のデータにおい

て、1時点前との階差をとり、6期間のパネルデータとする。 

本稿では、適切なモデルを採択するために次の検定を行った。

まず、プーリング回帰モデルと固定効果モデルとの間のモデル選

択のために、F検定を行った。F検定の結果、「各個体の個別効

果が全て等しい」という帰無仮説が1%の有意水準で棄却され、

固定効果モデルが採択された。次に、固定効果モデルと変量効果

モデルとの間のモデル選択のために、Hausman検定を行った。

Hausman検定では、「個別効果が説明変数と無相関である」と

いう帰無仮説と、「個別効果が説明変数と相関を持つ」という対

立仮説とを立て、カイ二乗検定を行う。その結果、1%の有意水準

で帰無仮説が棄却され、固定効果モデルを採択した。 

以上の検定結果より、本稿では固定効果モデルを採択し、分析

を行う。なお、統計ソフトはStata11を使用した。 

 

（２） 分析モデル 

 

分析のモデルは以下の通りである。 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑(𝛽𝑘

7

𝑘=1

∙ 𝑋𝑘𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 

𝑖：都道府県(1,2,…,47) 𝑡=1：1985年と1980年の階差 

𝑡=2：1990年と1985年の階差 

𝑡=3：1995年と1990年の階差 

𝑡=4：2000年と1995年の階差 

𝑡=5：2005年と2000年の階差 

𝑡=6：2010年と2005年の階差 

𝑌𝑖𝑡：△窃盗発生率17 

β0：切片 

β1~7：各説明変数の推計値 

𝑋1：人口集中度 

𝑋2：△高校進学率 

𝑋3：△警察官人口比 
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𝑋4：△完全失業率 

𝑋5：△単身世帯率 

𝑋6：△精神科外来患者人口比 

𝑋7：2005年法改正ダミー 

휀𝑖𝑡：誤差 

記述統計量を末尾に示す。（表2） 

 

 

４ 推計結果 

 

末尾に示す。（表 3） 

 

５ 推計結果の考察 

 

人口集中度 （仮説：係数は正になる。） 

有意な結果は得られなかった。通常、犯罪は人口の集中する場

所において起こるが、窃盗（万引き）においては、そうした関係

性があるとは言い切れない。 

 

高校進学率 （仮説：係数は正になる。） 

 先行研究の結果や本稿の予想通り、正に有意な結果となった。 

 

警察官人口比 （仮説：係数の負にも正にもなりうる。） 

大竹、小原（2010）の分析では係数は負であったが、本分析で

は、正に有意な結果が出た。警察官人口比が大きくなるにつれて

万引き犯を検挙する能力が高まったと解釈する。しかし実際に

は、警察官人口比は犯罪の抑止力になるということが一般論であ

る。つまり、抑止効果（負の影響）を検挙能力の向上(正の影響)

が大幅に上回ったと考えられる。 

 

完全失業率 (仮説：係数は正になる。) 

先行研究の結果や本稿の予想通り、正に有意な結果となった。

完全失業率が高まるほど、つまり生活困窮型に当てはまる人が増

えるほど、窃盗発生率が高まるといえる。 

 

単身世帯率 (仮説：係数は正になる。) 

予想通り、正に有意な結果となった。単身世帯率が高まるほ

ど、つまり社会的孤立型に当てはまる人が増えるほど、窃盗発生

率が高まるといえる。 

 

精神科外来患者人口比 （仮説：係数は正になる。)  

現状分析でも述べたように、平成26年版犯罪白書では万引き

の背景事情の分類に精神疾患型を設けていたが、本稿の分析では

統計的に有意な結果は得られなかった。精神科外来患者の中で万

引きに関連するとされる摂食障害やアルコール中毒、クレプトマ

ニアなどの割合が不明であることから、それらの詳細なデータに

絞り込むことができなかったことが原因と考えられる。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

本節では、現行の犯罪抑止政策について紹介した後、今回の分析

結果をもとに新たな政策を提言する。提言に用いる変数は、「完全

失業率」である。 

実証分析から、完全失業率が高まると窃盗（万引き）発生率が高

まることが示された。また現状分析より、無職者は安定就労の者よ

りも再犯率が高く、保護観察中の失業者は有職者と比較して、4倍

の割合で再犯を実行していることが分かっている（図9）。さらに、

世界一安全な日本」創造戦略においても、再犯防止対策をすすめる

にあたり、一度罪を犯した者が社会復帰後に安定した生活を送れる

ようにするためには、「就労の確保」が必要であると述べられてお

り、再犯防止のための喫緊の課題として、犯罪や非行をした人の就

労支援に取り組む方向性を示している。また、全国 20 歳以上の

1855人を対象とした「再犯防止対策に関する特別世論調査（2013）」

（内閣府）においても、再犯を防止するためにはどのようなことが

必要か」という質問に対して、58 パーセントが「住居と仕事を確

保して安定した生活基盤を築かせる」ことと回答している。 

以上から、元受刑者が就職し、就労を継続することが、再犯の抑

制、犯罪全体の抑制につながると考える。 

 

図9 保護観察中の職の有無別 再犯率 

 

（法務省「平成24年版犯罪白書」より作成。) 

 

１ 現行の政策 

 

末尾に万引き対策の分類を示した。（表4） 

 

犯罪原因論に基づく万引き対策 

「犯罪原因論」は、犯罪が発生する原因を個人の属性に求めてい

る。よって、「犯罪原因論」の基づいた対策は、個人の万引き要因

を排除して万引きを減少させるような取り組みとなる。そのため、

対策はそれぞれの個人要因に沿ったものとなるので、対象は限定的

である。取り組み例として①地域生活定着センター②安心生活創造

事業③自助グループについて説明する。 
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①地域定着支援センター  

厚生労働省は、司法と福祉を連携させる政策を進めている。矯正

施設に収容されている者の中には、高齢や障害、精神疾患によって

自立した生活を送ることが困難な者や、帰住先がない者が多い。そ

うした退所者は、再犯を実行しやすく、矯正施設に再入所し、更に

地域生活に定着できなくなる場合がある。  

 この問題に対して、「地域生活定着支援事業」が創設され、高齢、

障害などのために福祉的支援を必要とする矯正施設退所者が、退所

後直ちに福祉サービスを受けられるようにするための施策として

全国に地域生活定着支援センターの設置が進行している。 現在、

同センターは各都道府県に 1 か所ずつ(北海道は 2 か所)設置され、

民間に委託されている。主な業務は、対象者に対して保護観察所か

らの依頼に基づき、対象者の退所後に必要な福祉サービスのニーズ

を確認し、施設などの斡旋や必要な福祉サービスに係る申請支援を

行うコーディネート業務であるが、事業の受託主体は NPO 法人、

社会福祉協議会、社会福祉士会など様々であるため、各都道府県に

よって福祉施設的なものから本来業務のみを行うところまで様々

である。 

 この制度の課題としては、対象者が65歳以上の高齢者または身

体障害、知的障害もしくは精神障害を有する矯正施設入所者に限定

されているため、矯正施設に入らなかった者への働きかけができな

いことが挙げられている。特に罰金刑などに刑罰がとどまりやすい、

万引きなどの罪を犯した者への対応は、制度上できていないという

ことが課題である。 

 

②安心生活創造事業  

厚生労働省が選定する地域福祉推進市町村が実施するモデル事

業であり、「悲惨な社会的孤立死、虐待などを一例も発生させない

地域づくり」を目指している。各地域福祉推進市町村は、この事業

の「3 つの原則」に基づいた取組みを行う。第 1 の原則は、「地域

において、基盤支援(見守りや買い物支援)を必要とする方々を把握

することと、その方々が普段の生活においてどのようなことに困っ

ており、どのようなことを必要としているのかを把握すること」で

あり、第 2 に「第 1 の原則で把握した基盤支援を必要とする方々

が、もれなくカバーされる地域の支援の体制をつくること」、第 3

に「第1、第2の原則を支える、安定的な地域の自主財源確保に取

り組むこと」である。例えば、大阪府豊中市では、ひとり暮らしの

生活に不安のある高齢者などの自宅に「安心協力員」が定期的に訪

問して安否確認を行なったり、緊急時の支援や買い物・宅配などの、

安心して暮らす手助けをする応援事業者などを紹介したりという

事業を行っている。 

 

 

③自助グループ 

万引き犯罪者の中には、摂食障害やアルコール依存、クレプトマ

ニア（窃盗症）という精神疾患を抱えている者がいる。衝動的に万

引きを繰り返す「クレプトマニア（窃盗症）」は精神疾患の一種で

あり、クレプトマニア患者の約75%は女性であり、そのうちの70%

が過食嘔吐という摂食障害を併発している。クレプトマニアを患っ

ている犯罪者へは、刑罰よりも治療が必要であるといわれており、

当事者らによって形成された、再犯を防ぐための自助グループが存

在する。KA（クレプトマニアクスアノニマス）と呼ばれ、全国に

15 箇所設置されている。活動としては、民間グループと協力し、

2週間に1回ほどミーティングを開くことで、当事者同士が支え合

う場の提供を行っている（図10）。  

 

 

図10 クレプトマニアクス・アノニマスの分布 

 

(『朝日新聞デジタル2015年10月6日』より抜粋。) 

 

犯罪機会論に基づく万引き対策 

自治体が主体のものと各店舗が主体のものに分類して説明する。 

東京都では、平成15年に「万引きは、少年の規範意識の衰退や

販売店の経営に影響を与えるなど、大きな社会問題であり、社会全

体でとりくむべき」という方針のもと、「東京都万引防止協議会」

が発足した。その後、「子供に万引きをさせない連絡協議会」や「東

京万引き防止官民合同会議」が設立され、それらによって「万引き

ゼロの日」の設定や、地域パトロール活動、モデル店舗の認定など

が行われている。このような協議会は他の自治体にも存在する。未

成年者を対象としていた取り組みから成人も対象とした取り組み

へ、官民連携や地域ぐるみの取り組みへ、と規模が拡大してきてい

る。 

自治体の取り組みと並行して、店舗でも万引き対策が行われてい

る。「地域の万引き犯罪防止対策：活動報告書」（全国万引犯罪防止

機構2013)では、店舗での万引き対策が紹介されている。防犯カメ

ラの設置や店舗目線から見た防止手引きの作成、マニュアルのビジ

ュアル化、従業員教育などに加えて、地域のボランティアによる店

舗内巡回や声掛けなどが挙げられている。これらはいずれも万引き

をさせない環境を整備することを目的としている。 

以上のように、犯罪原因論と犯罪機会論、さらに犯罪原因論につ
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いては3類型に基づく対策が行われている。 

 

２ 就労支援策とその課題 

 

生活困窮型に対する政策として、2006 年から法務省と厚生労働

省が保護観察対象者の就労支援を行っている。元受刑者が就労し、

安定した生活を営むことで社会復帰を果たすよう支援し、再犯防止

を図っている。 

保護観察対象者に対する就労支援は、「刑務所出所者に対する就

労支援」と「協力雇用主18に対する支援制度」の二つに分けられる。 

前者では、ハローワークにおける職業相談・紹介やセミナー・事

業所見学会、職場体験講習、トライアル雇用、身元保証などを行っ

ている。職場体験講習とは、就業経験の乏しさが原因で就労継続が

困難であると懸念される者が 5 日から 1 か月以内の間、実際の職

場環境や業務を体験する制度である。職場体験講習を受講した者に

は、受講援助費として受講手当及び通所手当が支給されるほか、講

習を受託した事業主には、職場体験講習委託費が支給される。セミ

ナー・事業所見学会とは、適切な就職活動方法を知らない者や職業

能力や適性などの職業に関する自己理解が乏しい者を対象に、社員

教育の専門家や協力雇用主などを講師として、履歴書の書き方や採

用面接での注意点などの説明を行い、事業所見学会では実際の事業

所を訪問して職場を見学し、働いている人と対話などをすることが

できる制度である。トライアル雇用とは、支援対象者の職業経験や

技能、知識などが乏しい場合、試用期間を設け、事業主が支援対象

者の適性を見極めるとともに、事業主と支援対象者の相互理解を深

め、事業主の不安を軽減し、常用雇用への移行促進を図る制度であ

る。事業主には最長 3 ヶ月間、月額 4 万円が支払われる。身元保

証制度とは、雇用主が安心して支援対象者を雇用できるよう、就労

時に身元保証人がいない支援対象者が雇用主に業務上の損害を与

えた場合などに累計で 200 万円を上限とする見舞金が支払われる

制度である。また、平成26年 2月からは協力雇用主が、矯正施設

を指定した上でハローワークに求人票を提出することができる「受

刑者等専用求人」の運用が開始され、更なるマッチングの促進を図

っている。 

後者では、公共工事の競争入札において協力雇用主を優遇する制

度の導入が自治体の間で広がっており、また、厚生労働省は保護観

察対象者を雇用し生活指導などを行う協力雇用主に対して最大 72

万円の奨励金を支払っている。奨励金の支給を受けるためには、協

力雇用主の登録をした上で実際に保護観察対象者を雇用している

こと、保護観察対象者の就労状況等を保護観察所に報告すること、

の二つの条件を満たす必要がある。 

以上の就労支援策には課題が存在する。第一に犯罪者を実際に雇

っている協力雇用主の数が少ないこと、第二に就労支援を受けた犯

罪者の約6割が1年以内に退職しているということの二点である。 

第一の課題は、実際に保護観察対象者を雇用している協力雇用主

が極めて少ないことである。2014 年時点で保護観察所に登録して

                                                   
18 協力雇用主：保護観察対象者を雇用する意思を持つ企業。企業が所在

いる協力雇用主は12,600社であり、実際に受け入れを行っている

企業は 472 社に過ぎない。保護観察対象者のうち毎年約 9,000 人

が無職状態で保護観察を終了していることから、協力雇用主の供給

が不足していることが分かる。法務省は、2020 年の東京オリンピ

ックに向けて、保護観察対象者受け入れ企業を2014年時点の472

社を約1500社に増やすことを目指している。しかし、政府は新た

な政策を打たなければ、この目標を達成することは極めて難しいと

いう見解を示している。 

第二の課題は、協力雇用主のもとで、継続的な就労ができていな

いことである。就労保護観察所の支援を受け、協力雇用主のもとへ

就職した受刑者のうち約 6 割が 1 年以内に退職している。保護観

察対象者の継続的な就労は再犯のリスクを減らし、社会の安定に貢

献する。 

 

３ 保護観察対象者初回雇用奨励金の新設 

 

協力雇用主の数が依然として少ない要因として、金銭面でのイン

センティブが少ないことが考えられる。現在、企業が協力雇用主と

なる主なメリットは少額の奨励金・助成金のみである。 

実際、法務省矯正局が1024社を対象におこなった「刑務所出所

者等を雇用することに関するアンケート調査（2013）」では、「刑務

所等出所後に，国においてどのような支援があれば刑務所出所等を

雇用することができるか」という質問に対して、444社が「保護観

察対象者を雇用した際の金銭的支援」と回答している。 

また、「再犯防止対策に関する特別世論調査（2013）」(内閣府)に

おいても、「国や地方公共団体は協力雇用主に対してどのような支

援をすべきだと思うか」という質問に対して、約半数が「給与の一

部助成や雇用奨励金の支給」といった金銭的支援と回答している。 

そこで、協力雇用主の数を増加させる政策として、新たな助成金

の設置を提案する。 

はじめに、現行の保護観察対象者の受け入れ企業を増加させるため

の奨励金・助成金について説明し、同様の取り組みをおこなってい

る、障害者就労支援対策としての奨励金・助成金と比較をおこなう。

それを参考に、保護観察対象者に対する奨励金・助成金制度を新設

する試みである。 

まず、保護観察対象者を雇用した際に企業に支給される奨励金・

助成金については、刑務所者など就労奨励金制度の枠組みとして支

給されるもので、就労・職場定着支援金と就労継続奨励金の 2つが

ある。就労・職場定着奨励金は、刑務所出所者などを雇用した場合、

最長 6 か月間月額最大 8 万円支給され、また就労継続奨励金は、

刑務所出所者などを雇用して 6 か月後、3 か月ごとに 2 回、最大

12万円支給されるものである。他には、4－1で示したように、ト

ライアル雇用制度においては最長3か月間最大12万円、職場体験

講習の実施においては最大 2 万 4000 円が支給される。つまり、1

年間雇用をした場合、最大 74 万 4000 円が奨励金や補助金として

支給されることにある。 

する都道府県にある保護観察に登録を申請する。 
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ここで、厚生労働省による障害者雇用対策の助成金や奨励金と保

護観察対象者の就労支援対策のそれを比較する（表5）。 

まず、障害者職場定着支援奨励金は、中小企業では1人あたり4

万円、大企業では 1 人あたり月 3 万円が支給され、2 年間継続す

る。つまり、保護観察者に対する刑務所出所者など就労奨励金制度

では、最初の半年のみ1か月ごとに定額が支給され、半年経過後は

2回支給があるのみで、1年間で支給期間は終了するが、障害者に

対する定着支援制度では 2 年間にわたって定額が支給されている

こととなる。 

さらに、障害者トライアル雇用奨励金については、最長3か月1

人あたり月最大 4 万円が支給されており、保護観察対象者の場合

と同期間・同額である。そのほか、中小企業障害者多数雇用施設設

置など助成金や企業在籍型職場適応援助促進助成金などは、障害者

を新たに雇用する際に設備面での改装が必要になるという、障害者

雇用特有の助成金であるため、今回は考慮しない。 

このように、対象者の試用、雇用そして定着を図るための支援金

や奨励金は、保護観察対象者、障害者ともに存在するが、保護観察

対象者の雇用においては、障害者の雇用における「障害者初回雇用

奨励金」にあたるものが存在しない。 

末尾に奨励金と助成金の種類を示した。（表5） 

  そこで、「保護観察対象者初回雇用奨励金」の新設を提言する。 

上記のように、就労支援制度の課題の一つは、実際に保護観察対

象者を雇用している協力雇用主の数が少ないことである。その理由

として、保護観察対象者を初めて雇用する際の奨励金を設置するこ

とで、実際の雇用に至るまでの障壁が緩和されると考える。奨励金

の金額は障害者初回雇用奨励金と同じ 120 万円とし、保護観察対

象者の雇用人数が全従業員数の2％を達成した場合に、支給するも

のとする。 

実現可能性については、中小企業については全従業員数の2％は

1~5 人程度であり、支給される奨励金の額を踏まえると妥当であ

る。大企業については、雇用すべき保護観察対象者の数は6人~そ

れ以上であるが、事業規模の大きさをふまえると、雇用すべき保護

観察対象者の数はそれほど大きな数ではないと考えられる。さらに、

近年、犯罪者が社会復帰をした後の雇用を安定させ、治安の維持に

努めることは社会発展の基盤であるという認識を広めるべきであ

ることを考えると、企業における保護観察対象者の就労支援は企業

の社会的責任(CSR)として取り組むことに意義があると考える。 

 

４ 保護観察者就労継続支援金 

 

平成 24年版犯罪白書の保護司に対する「保護観察対象者の就労

に関するアンケート」では、就労を継続できない理由のうち該当率

が高い項目として、「対人関係能力など」、「生活習慣」が挙げられ

ている（図 11）。また、就労安定のために特に必要な支援として、

「家族・保護者などの監督協力」、「雇用主や同僚の理解」、「保護観

察終了者も受けられる公的相談など支援」、「就労支援などの情報提

供」、「マナー・勤務姿勢指導」、「雇用主への経済的補助・支援」が

挙げられている（図 12）。 

図 11 保護観察対象者の就労が安定しない理由 

 

（法務省「平成 24年版犯罪白書」より作成。） 

 

図 12 保護観察者の就労安定に必要な支援 

 

（法務省「平成 24年版犯罪白書」より作成。） 

 

現在では、上記アンケート結果に対応する政策として、一部の保

護観察所で「更生保護就労支援モデル事業」が実施されている。更

生保護就労支援モデル事業とは、雇用に関するノウハウや企業ネッ

トワークなどを有する民間団体が国から委託を受けて更生保護就

労支援事業所を設置し、専門的な知識や経験を持つ就労支援員が、

関係機関などと連携して職場定着を支援するものである。この事業

は保護観察期間に限られるものの、就労に関する新たな支援形態を

提示しているといえる。 

また矯正施設においては、対人関係能力の向上のために、矯正施

設外でのボランティア活動などを取り入れ始めている。さらに、受

け入れ企業への金銭的な補助にも政府として取り組んでおり、様々

な視点から政策が実行されている。 

保護観察対象者の約 6 割が 1 年以内に退職している要因の一つ

は、保護観察対象者を雇用した場合に、就労職場定着支援金として

受けられる補助が１年のみで終了してしまうことであると考える。 

雇用主が保護観察所に保護観察対象者の就労状況などについて

報告することは、支援金を受給している期間のみでよいため、１年

を過ぎた後は、保護観察所と企業との連携が不十分になってしまう。

つまり、支援金支給終了後、国が保護観察対象者の就労状況を把握

し、就労困難となった場合に対策を講じ、また保護観察所などがサ

ポートをおこなうことは困難である。 

加えて、協力雇用主が保護観察対象者を雇用するインセンティブ
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は１年間のみであることから、職場定着には１年という期間が十分

であるという印象を与えてしまう。 

また、9か月、12か月到達時点でそれぞれ 3か月分を一括で奨励

金を支給することに妥当性はないと考える。実際、障害者を雇用す

る場合の定着支援金は、保護観察対象者の支援金と比べて毎月額は

低い反面、2 年間という長期間に渡って支給されている(中小企業

計 96万円、大企業計 72万円)。 

そこで、保護観察対象者の就労職場定着支援金と就労継続奨励金

を併合し、「保護観察者就労継続支援金」と名付け、2年間毎月 1人

当たり 3万円（合計 72万円）支給するように制度を変更すること

を提言する。 

毎月一定額を 2 年間にわたり支給することで、①より長い期間

にわたって、保護観察所と雇用企業との連携がはかられることで、

保護観察対象者の就労継続のサポートが可能になり、②保護観察対

象者の職場定着には時間がかかるということを、雇用企業に対して

印象づけることができると考える。 

 

５ 政策の効果と実現可能性 

 

一つ目の提言「保護観察者初回雇用奨励金」の新設により、協力

雇用主に保護観察対象者を雇用するにあたり金銭的インセンティ

ブが与えられるため、雇用における最初の障壁が除去されると考え

る。これにより、協力雇用主の数が増加し、刑務所出所後に職がな

い者の数が減少する。二つ目の提言「雇用主への経済的補助・支援

政策」によって、保護観察対象者が職場に定着するには時間がかか

ることへの理解を企業から得られるとともに、より長い期間にわた

って、保護観察対象者が保護観察所や福祉機関からのサポートを受

けることができる。これにより、保護観察対象者が就労を継続する

ことが可能となる。 

よって、これら２つの提言から、刑務所出所直後に職がない者と、

就労継続ができず結果的に無職者となる者の数を減らすことがで

きると考える。再犯の大きな要因である失業者の数を減少させるこ

とになるので、政府が方針として掲げている再犯防止に貢献できる

といえるだろう。 

続いて、実現可能性について述べる。 

「世界一安全な日本」創造戦略では、再犯防止のためには保護観

察対象者の安定した雇用が重要であり、「協力雇用主への支援強化

をおこなう」という方針を掲げている。提言した政策は、この政府

の再犯防止についての方針と一致していることからも、実現可能性

は高いと考える。また、「再犯防止対策に関する特別世論調査（2013）」

（内閣府）において、約 6割が「過去に犯罪や非行をした人たちを

積極的に雇用すべき」であると回答していることからも、この政策

は、国民の理解を得ることができ、実現可能性はあるといえるだろ

う。 

また、中小企業については全従業員数の2％は1~5人程度であり、

支給される奨励金の額を踏まえると妥当である。大企業については、

雇用すべき保護観察対象者の数は 6人~それ以上であるが、事業規

模の大きさをふまえると、雇用すべき保護観察対象者の数はそれほ

ど大きな数ではないと考えられる。また、政府が保護観察対象者の

就労を確保することの必要性を、方針として述べていることからも、

保護観察対象者の就労支援は企業の社会的責任（CSR）として取り

組むことに意義があるといえる。 

 

Ⅵ おわりに 

 

本稿は、「世界一安全な国」創造戦略の方針にそって万引きの再

犯を問題視し、「万引きの再犯要因は何か」を検証目的として研究

をおこなった。刑務所出所者の就労支援制度を拡充することで、再

犯率の高い失業者の数を減らすことができ、再犯防止に貢献すると

考えた。 

 最後に、本稿の限界を 2点述べる。まず、万引きの再犯要因を分

析するにあたり、データ制約の都合上、被説明変数に「窃盗発生率」

を使用した。窃盗の多くを万引きが占めること、発生率の中には再

犯の発生率も含まれていることから、代替変数として使用したのだ

が、より精密な分析をおこなうには、「万引きの発生率」を使用す

るべきである。 

 二点目に、犯罪機会論に関する変数として、「警察官人口比」を

使用した。分析結果より、警察官は犯罪の機会を除去するような監

視の役割を果たすのではなく、犯罪の取り締まりの強化に貢献した

と考察した。犯罪機会論に関する変数としては、「店舗あたりの従

業員数」や「面積当たりの防犯カメラの数」といった直接的に監視

の役割を果たすようなものを使用するべきであったと考える。 

 最後に、本提言が刑務所出所者の社会復帰を可能にし、「世界一

安全な国、日本」の実現に貢献することを願って、本稿を締めくく

る。 
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別添資料 

表 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 

△窃盗発生率 係数 標準誤差 t 値 P 値  

人口集中度 0.001423 0.002562 0.56 0.579  

△高校進学率 -0.11734 0.028854 -4.07 0.000 *** 

△完全失業率 0.234757 0.031677 7.41 0.000 *** 

△警察官比率 1.045215 0.513217 2.04 0.043 ** 

△精神科外来患

者人口比 
0.006726 0.004634 1.45 0.148  

△単身世帯率 0.058815 0.019961 2.95 0.004 *** 

2005 年法改正ダ

ミー 
0.079088 0.059461 1.33 0.185  

定数項 -0.28693 0.129475 -2.22 0.028 ** 

      

決定係数 0.342     

注)***,**,*はそれぞれ 1%,5%,10%水準で有意であること示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変数 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

△窃盗発生率 282 -0.0513 0.3931 -2.3474 0.8673 

人口集中度 329 49.0438 18.6161 23.4 98.2 

△高校進学率 282 0.1521 0.8926 -2.2 3.1 

△警察官人口比 282 0.0158 0.0662 -0.16 0.2 

△完全失業率 282 0.3216 0.9138 -2.6 3 

△単身世帯率 282 1.2378 2.707 -5.6 8.62 

△精神科外来患者人口比 282 0.6536 7.894 -32.3 22.3 

(参照)           

窃盗発生率 329 1.5301 0.4315 0.7398 4.2406 

人口集中度 329 49.0438 18.6161 23.4 98.2 

高校進学率 329 95.7547 1.6903 90.4 98.8 

警察官人口比 329 1.6713 0.3556 1.19 3.52 

完全失業率 329 4.2477 1.8076 1.2 11.9 

単身世帯率 329 22.1171 6.3961 8.28 45.79 

精神科外来患者人口比 329 35.4006 18.4947 4.9 105.5 

注 1．各変数の定義は本文参照。 

注 2．階差をとったため上段は 6 期間、下段は 7 期間における 47 都道府県の統計量である。 
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表 4 

 犯罪原因論 犯罪機会論  
生活困窮型 社会的孤立型 精神疾患型 

 

未然防止策 

(厚労省)  

・生活保護、 

・就労支援など 

・安心生活創造 

事業   

・自助グループ  ・防犯カメラ 

・従業員教育 

・見回りなど  

再犯防止策 

(警察庁、検察庁、法務

省、厚労省)  

・地域生活定着 

支援センター  

・保護観察におけ

る就労支援 

  ・地域生活定着 

支援センター  

  

 

 

 

表 5 

 

 保護観察者 障害者 

初めて雇用  障害者初回雇用奨励金 100 万円 

試用 トライアル雇用制度 3 か月最大 12 万

円 

障害者トライアル雇用

奨励金 

3 か月最大 12 万円 

定着 就労・職場定着支援

金 

就労継続奨励金 

半年で 48 万＋3

か月ごとに 12 万

×2 

障害者職場定着支援奨

励金 

中小企業：2 年 96 万（月 4

万） 

大企業：2 年 72 万（月 3 万） 

 

(厚生労働省、法務省 ホームページより作成) 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 

 

 

第 3章 地方議会のジェンダーバランス 

に関する実証分析 

明石光太郎 上原光太郎  

大滝譲 中村光穂  

前川賢太 

要約 

 近年、ジェンダー政策は世界各国で積極的に行われている。日本においても、1985 年の女性差別撤廃条約の批准に始まり、

現在の安倍内閣は「女性が輝く社会」を目指している。女性活躍の要請はあらゆる場面に及ぶが、特に政治分野での女性活躍

に関しては、国際的に見て日本は大きく立ち遅れている。世界各国の男女平等の度合いを数値化したジェンダー・ギャップ指

数 2016 年度版での日本の順位は、調査対象 144 カ国のうち、政治分野において 103 位であった。実際に日本の地方議会にお

ける女性議員割合を見てみると、日本の政治舞台に女性がいかに少ないかがわかる。政治家の政策選好には性差があり、女性

の政治的過少代表は政策決定過程の民主的正当性を揺るがす重大な問題である。 

 女性議員割合に影響を与える要因として①女性の社会進出、②性別役割分業意識、③政党ごとの取り組みが考えられる。①

女性の社会進出は女性議員増加を説明する最も重要な要因である。女性の進学率や就業率の上昇により女性の相対的な社会的

地位が高まることが女性議員を増加させてきた。一方で、②性別役割分業意識は女性の地位向上を阻害する足枷となっている。

女性議員割合は政党間に大きな差が見られ③政党ごとの取り組みも大きく影響している。 

 本稿では、都道府県別のパネルデータを用いて都道府県議会、市区議会、町村議会において女性議員割合に影響を与える要

因を明らかにする分析を行った。被説明変数には女性議員割合をおき、説明変数に社会経済的要因である女性の社会進出や、

文化的要因である性別役割分業意識、選挙要因である女性候補者割合を表す変数をおいた。分析の結果、女性の社会進出を表

す女性進学率、選挙要因である女性候補者割合、性別役割分業意識を表す男女賃金格差に関して統計的に有意な結果を得た。 

 分析の結果を踏まえて、本稿では①政党型クオータ制の導入、②政党交付金使途の一部義務化の 2 つの政策提言を行う。①

政党型クオータ制の導入では、政党ごとに候補者の一定割合を女性に充てることを提言する。②政党交付金使途の一部義務化

では、政党交付金の一部が女性候補者支援の使途に充てるように義務付ける。これらの政策によって、各議会における女性議

員割合を高めることができると考える。さらに、政治分野における女性の積極的な関与が社会全体での役割分業意識を改善し、

真の男女共同参画が実現することを目指す。 
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Ⅰ はじめに 

 

1979 年に女性差別撤廃条約が採択されたことを契機に、ジ

ェンダー平等政策に対する日本の意識は高まってきている。

この条約では性別役割分業の社会的・文化的な習慣と慣行を

排除することが提言されており、これを批准するために 1980

年代には国籍法の改正など国内法の整備が行われた。1999 年

には男女共同参画社会基本法が制定・施行され、社会のあら

ゆる側面で男女が共同参画することが課題であると位置づ

けられた。2000 年代に入ると DV やストーカーといった問題

が人権侵害と捉えられるようになり、ジェンダー平等政策は

ついに本格化してきた。こうした政策は、固定的な性別役割

分業に基づく伝統的なジェンダー秩序を取り払い、社会の枠

組み自体を変容することを目指している。 

 このようにジェンダー平等の国際的機運に伴って、日本で

も男女平等・男女共同参画への取り組みが進められてきては

いる。21 世紀に入って 20 年が経とうとしている現在におい

て、多方面における男女共同参画が十分に実現しているとは

言い難い。実際、世界経済フォーラム(WEF)が公表している

「The Global Gender Gap Report 2016」のランキングにお

いて日本の男女格差は調査対象 144ヶ国中 111位と過去最低

の順位となった(図 1)。特に政治・経済分野での女性の参画

が十分でないことが順位を引き下げる結果となった。 

 そんな中で、「女性活躍」は安倍内閣の成長戦略の中核に

位置付けられ、「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置

し、様々な状況に置かれた女性が自らの希望を実現して輝く

ことにより、日本最大の潜在力である「女性の力」が十分に

発揮され、社会の活性化につながることを目指している。

2010 年には「社会のあらゆる分野において、2020 年までに

指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30%程度にする」

という目標が閣議決定され、2016 年には「あらゆる分野にお

ける女性の活躍」、「女性の活躍を支える安全・安心な暮ら

しの実現」、「女性活躍のための基盤整備」の 3 つの柱立て

から構成される「女性活躍加速のための重点方針 2016」を決

定した。 

政府が掲げるように、社会全体での女性活躍を実現するた

めには、社会改革の中心的役割を担う議会での政策決定が重

要となるが、議会における女性参画は大きく遅れている。特

に地域社会に直接的にかかわっていく地方議会での女性議

員比率はいまだに 10%程度であり、4 割近い町村議会では女

性議員が全くいない。実社会での真の「女性活躍」を進めて

いくためには、女性視点による実情に合った意見を様々な方

面で反映していかなければならない。したがって、住民の意

見をより正確に反映する必要のある地方議会における女性

の過少代表改善が喫緊の課題である。以上のような問題意識

から、本稿では地方議会に着目し、女性議員割合を増大させ

るための分析を行うことで、女性の政治的過少代表を改善す

るための政策を提言する。 

 

Ⅱ 現状分析・問題意識 

 

１ 女性の政治的過少代表の現状 

 

（１） 世界における日本の状況 

世界経済フォーラム(WEF)による「The Gender Gap Report 

2016」は、Economic Participation and Opportunity（経済

活動の参加と機会）、Educational Attainment（教育機会）、

Health and Survival（健康と生存）、Political Empowerment

（政治への関与）の 4 分野から各国の男女格差の改善状況を

ランキング付けしている。経済活動の参加と機会では、給与

に関する男女差、女性の経済活動への参加レベル、および専

門職での女性の雇用などから評価される。教育機会では、初

等教育や高等・専門教育への女性の就学状況などが評価対象

となる。健康と生存では平均寿命や出生時の男女比など、政

治への関与では国会議員の男女比や最近 50 年における国家

元首の在任年数男女比などが指標となる。日本は昨年から 10

位順位を落とし、調査対象 144 ヶ国中 111 位と過去最低を記

録した(表 1)。項目別で見ると、経済活動の参加と機会が 118

位（前年 106 位）、教育が 76 位（前年 84 位）、健康と生存が

40 位（前年 42 位）、政治への関与が 103 位（前年 104 位）と

経済、政治分野が大きく足を引っ張っていることが見て取れ

る。 

 さらに列国議会同盟(IPU)は政治分野に注目し、国会に占

める女性議員割合で各国を順位付けしている。2015 年時点で

世界 1 位のルワンダやボリビアにおける女性議員割合は 50%

を越えており、スウェーデンなどの北欧諸国も 40%を越えて

いる一方、日本の国会に占める女性議員割合は 11.6%であり、

186 か国中 147 位である。世界平均は 20.52%となっており、

日本の国会に占める女性議員割合は他国に比べてかなり低

いと言える。また、世界銀行(IBRD)は 2012 年時点での女性

閣僚の割合で各国を順位づけしている。ここでも同様に、上

位は北欧諸国が占めており、ノルウェーなどは 50%を越えて

いる一方、日本の女性閣僚割合は 11.8%であり 174カ国中 112

位である(表 1)。世界平均は 17.2%であり、こちらも低い水

準であることが見て取れる。
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表 1 政治分野における女性活躍の国際比較 

 Global Gender Gap Index 女性閣僚の割合 

順位 国名 スコア 国名 割合 

1位 アイスランド 0.874 ノルウェー 52.60% 

2位 フィンランド 0.845 スウェーデン 52.20% 

3位 ノルウェー 0.842 アイスランド 50.00% 

4位 スウェーデン 0.815 フィンランド 50.00% 

5位 ルワンダ 0.8 カーボベルデ 47.10% 

6位 アイルランド 0.797 ニカラグア 46.20% 

7位 フィリピン 0.786 オーストリア 46.20% 

8位 スロベニア 0.786 ボリビア 45.50% 

9位 ニュージーランド 0.781 スイス 42.90% 

 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

 111位 日本 0.66 112位 日本 11.80% 

（Global Gender Gap Index 2016 (WEF) 、女性閣僚の割合2012 (IBRD)） 

 

（２） 日本における女性議員割合の推移 

それでは、日本の議会における女性議員の割合はどのように推移

してきたのだろうか。まず、国会に関して歴史的な推移を見ていく。

婦人参政権が実現した戦後最初の 1946年総選挙では衆議院議員の

8.4%が女性議員だった。当時、国会議員に占める女性割合の世界平

均は 3%程度であり、世界的にも高い水準を達成していた。しかし、

翌年の総選挙では 3.2%へと下落し、49年～93年は 1～2%台という

低い水準で長期にわたり停滞した。94 年に小選挙区比例代表並立

制が導入されたことにより女性議員は増加し、2000年以降は 7%を

超えるようになった。2014年 11月に行われた第 47回衆議院議員

総選挙では当選者に占める女性議員割合は 11.9%となっている。国

会議員に占める女性議員割合の世界平均は 1940 年代から 2015 年

までに 3%から 20%程度まで増えていることと比較すると、日本で

は女性議員割合がわずかしか上昇していないといえる。 

 地方議会に関しては、女性議員割合は 1977 年の 0.5%から 2014

年には 11.4%となっており、徐々に増加してきている(図 1)。しか

し、女性議員が 1 人もいない議会や女性が極端に少ない議会は全

国に相当数ある。都道府県議会では 2011年の統一地方選挙で「女

性ゼロ」議会は解消されたが、女性議員比率が 10%未満の議会が47

議会中 29議会を占めている（『女性参政資料集 2011年版』）。すべ

ての市町村議会に女性議員がいる都道府県は、大阪府と栃木県の一

府一県にすぎない。東京 23区と政令指定都市を除く全国 770の市

議会では「女性ゼロ」議会は50議会、全国比 7%であるが、女性議

員が 2人以下の議会は 352議会あり 46%にも上る。また、町村議会

になると「女性ゼロ」議会の割合は全国比 34%と一気に高くなり、

全国 928の町村議会中 318議会で「女性ゼロ」となっている。これ

を女性議員が１人の議会と合計すると 660 議会であり、町村議会

総数の 71%となる。このように地方議会 

 

 

においても女性の参画が進んでおらず、町村議会レベルでより深刻

な状況が見て取れる。 

 

図 1 地方議会における女性議員割合の推移 

 
（総務省「地方公共団体の議会の議員および長の所属 党派別人

員調等」） 

 

２ 女性議員割合に影響を与える要因 

 

 前項では、日本の議会における女性過少代表の現状について概観

した。ここでは、女性議員割合に影響を与える要因として、女性の

社会進出、性別役割分業意識、政党による影響について見ていく。 

 

（１） 女性の社会進出 

各議会における女性議員割合は未だ低いままであるが、その値は

徐々に増加してきている。その重要な要因として挙げられるのが女
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性の社会進出である。アメリカ州議会の女性過少代表を研究した

Diamond(1977)では、「社会経済的要因」、特に女性の教育程度が女

性議員割合に影響を与えることが実証されている。また、斎藤

(2002)では女性の労働市場参加や教育水準の向上が女性議員の増

加を促すと説明している。したがって、女性の大学進学率や女性就

業率の上昇が女性議員割合を増加させると考えられる。 

1995年から 2016年までの大学進学率を男女別に比較すると、男

性では 40.7%から 55.6%まで約 15%増加している。同じ期間で女性

では 22.9%から 48.2%まで約 25%増加している。男女間の差は 18%

から 7%程度まで小さくなった(図 2)。また、女性の短期大学への進

学率は 1994 年度の 24.9%をピークに減少傾向にある（内閣府「共

同参画白書 2015 年度版」）。シラキュース大学教授のマルガリー

タ・エステベスアベによると、この時期の女性大学進学率の増加は

男女雇用機会均等法以降、大企業総合職が 4 年制大学卒の女子を

採用し始めたことが影響している。 

1995年から 2016年までの 15歳～64歳の就業率を男女別に見て

みると、男性では常に80%前後を維持し続けておりあまり変化はな

い。それに対し、女性では56.1%から64.6%まで約8%増加している。

そのため、就業率は男女差がないとは言えないが徐々に小さくなっ

てきている(図3)。このような女性の就業率の上昇の背景のひとつ

には、女性の労働意欲の高まりがあると考えられる。国土交通省の

2010 年度の調査の中で、女性の理想とするライフコースを尋ねる

と、「両立コース」（結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける）及

び「再就職コース」（結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の

機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ）を選択する者

が合計で 60%を超えている。特に両立コースを選択する者について

は 1992年の調査以降一貫して増加傾向にあるなど、家庭と仕事を

両立しようとする女性の意欲の高まりが見られる。 

 

図 2 大学進学率の推移 

 
（文部科学省「学校基本調査」） 

図 3 就業率の推移 

 

（総務省「労働力調査」年齢階級、雇用形態別雇用者数） 

 

（２） 性別役割分業意識 

 性別役割分業意識が、女性が政治家になることに対しての重大な

阻害要因となっている。生物学的な差異を根拠とし、家庭内外での

役割に性による明確な区別が存在し続けてきたが、前項で述べたよ

うな女性の就業率・進学率の上昇に伴って性別役割意識は柔軟にな

ってきている。実際に、2009 年度の内閣府「男女共同参画社会に

関する世論調査」によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき

である」との意見に反対する者は 55.1%であったが、1979年度の同

様の調査でこの意見に反対する者は 20.4%しかいなかったことに

鑑みても、性別役割分業に対する意識の変化が見てとれるだろう。

こうした意識の変化がある一方で、いまだに性別役割分業は維持さ

れ続けている。例えば、男女間で管理職割合に大きな差があること

や、女性の所得が男性に比べて少ないことが挙げられる。厚生労働

省「賃金構造基本統計調査」によると 2012年度で民間企業の係長

相当に占める女性割合は 14.4%、課長相当に占める女性割合は

７.9%、部長相当の女性議員割合になると 4.9%となっている。これ

らはいずれも上昇傾向にあるものの低い水準にとどまっている。ま

た、国税庁の「民間給与実態統計調査」（2011年分）は１年間を通

じて勤務した給与所得者について男女別に給与水準を見ている。こ

れによると年収が300万円以下の男性の割合は23.9%であるのに対

し、女性では 66.1%に達している。700万円超の者を見ても男性で

は 18.0％だが女性では 2.8％に過ぎず、大きな差が見てとれる(図

４)。 

 そして先述した通り、性別役割意識は女性が政治家になることを

大いに難しくしている。IPU(2008)によると、女性にとって政治家

になることを阻害する要因として上位にくるのは「家族的責任」、

「女性の役割に関する世間の態度」、「家族からの支援のなさ」であ

った。「家族的責任」とはまさしく「家事・育児は妻がしなければ

ならない」という性別役割意識の表れであり、これらの負担が議員

職との両立において大きな障壁となっている(表 2)。「女性の役割

に関する世間の態度」は世間一般にいまだに性別役割意識が根強く
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残っていることを示唆している。 

 また性別役割意識に対して、若年層ほど否定的で高齢層ほど肯定

的であると考えられることが多いが、そのような年齢効果は一様で

はないことが検証されている。山田（2009）では若年世代の性別役

割意識が保守化しているとし、その原因として近年の雇用情勢の不

安定さを挙げており、低賃金労働での自己実現や経済的自立の難し

さから、多くの未婚女性が男性に扶養役割を期待するようになって

いるのではないかと考察している。佐々木（2012）においても、相

対的世帯収入が低い、正規雇用でない 20 代から 30 代の未婚女性

が固定的な性別役割分業意識を持つ傾向があると述べられている。 

 

図 4 2011年度給与階級別給与所得者の構成割合 

 

（国税庁「民間給与実態統計調査」（平成23年分）） 

 

 

 

表 2 政治家になることを阻害する要因 

女性にとって

の阻害要因 

スコ

ア 

男性にとっての

阻害要因 

スコ

ア 

家族的責任 3.4 有権者からの支

援のなさ 

2.9 

女性の役割に

関する世間の

態度 

3.3 資金のなさ 

  

2.7 

家族からの支

援のなさ 

3.2 政党からの支援

のなさ 

2.7 

自信のなさ 3.2 スピーチや地元

活動など代表す

る経験のなさ 

2.7 

資金のなさ 3.1 自信のなさ 2.6 

政党からの支

援のなさ 

3.1 学歴の低さ 2.5 

スピーチや地

元活動など代

表する経験の

なさ 

3.1 政治は「汚い」

または腐敗して

いるとみられて

いる 

2.5 

有権者からの

支援のなさ 

3.0 家族からの支援

のなさ 

2.4 

スコアは回答者が項目ごとに1～4の点数を付けた平均値。4は「か

なり影響する」、3は「それなりに影響する」、2は「それほどでも

ない」、１は「ない」 

（IPU(2008)「Equality in Politics」より筆者が作成。） 

 

（１） 政党ごとの取り組み 

女性議員数が一向に増加しない要因として、女性という集団に対

してよりマイナスに作用する政治の組織的、構造的要因が考えられ

る。具体的には地域に特徴的な政治風土、政党システム、選挙制度

などが挙げられるが、その中でも政党に焦点を当て、政党が選挙に

おける女性の立候補や当落にどのように関わっているのかについ

て、2003年の地方統一選挙に関する政党の分析を行った大山（2004）

や 2011年地方統一選挙結果(都道府県議会)をもとに考察を進めて

いく。 

①自由民主党 

2011 年の統一地方選挙における自民党の女性立候補者は 30 人

(自民党全体 1244人)で、その比率は 2.4%であった(表 3)。この比

率は 2003年の地方統一選挙の1.2%から伸びてはいるが、主要政党

の中で最低である。一方で、立候補者は少ないながらも女性の当選

率は 90%と男性とほぼ等しくなっている。これは、「男も女も関係

なく、実力者を出す」という男女平等を掲げた党の方針が表れてい

るといえる。大山(2004)においても、自民党女性局長の佐々木知子

参議院議員がインタビューで「『女性』というだけで特に優遇する

ことはない」、「伝統的に女性だけを対象とする政策は作っていない」

といっている。 

しかし、この場合の「実力」は選挙に勝利する集票力に近く、そ

の「実力」にそのものにジェンダー・バイアスがかかっていると考

えられる。選挙を勝ち抜く際に重要になる資金基盤や地元でのネッ

トワークにおいて女性は不利な立場にあり、そうした状況を乗り越

えた一部の女性しか候補者に選ばれていないのである。2011 年地

方統一選挙において都道府県議会議員の当選者の 48%を占める自

民党は女性の政治的過少代表の現状に大きな責任をもっており、党

として候補者選定方法に改善の必要があるだろう。 

②民主党 

 大山(2004)によると、民主党は他党と比較して積極的に女性支援

を行っており、1999 年から始めた女性政治スクールのほか、女性

議員のネットワーク化や男女共同参画キャラバンの活動を進めて

いる。また、立候補する際の資金援助として、新人には都道府県議

30万円、政令市議 20万円、市区町村議 10万円を党の女性支援基

金から拠出し、女性候補だけを対象とした供託金の貸付制度も始め

ている。 
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 しかしながら、2011 年地方統一選挙における民主党の女性候補

者割合は 13.3%、当選者割合は 12.7%であり、まだまだ高いとは言

えない状態である。当選率でみると、女性 57.8%、男性 61%で若干

女性の方が当選しにくいことが見て取れる。 

③公明党 

 大山(2004)におけるインタビューにおいて、公明党の女性委員会

委員長の浜四津敏子参議院議員は、「公認の基準は、原則として地

域活動をやってきた人など地域の党支持者から見て人柄、行動力な

どの面から議員としてふさわしい人である。」、「選挙にあたって党

から候補者への公認料や女性に対する特別支援はない。」と述べて

いる。公明党では組織票が非常に強く、男女ともに 99%以上の当選

率がある。「地域の党支持者」の評価を公認基準として挙げるとこ

ろに当落に対する組織票の重要性が表れている。 

 2011 年地方統一選挙において、公明党の立候補者の 27%が新人

であるが、その当選率も 100%となっている。これは、組織票が指

標にならないようにする公明党の選挙戦略が見て取れ、性別、過去

の当選等に関係なく、立候補者に選ばれることさえできたら当選で

きると捉えることができる。一方で、同選挙における女性候補者の

割合は 8.1%であり、女性候補者の擁立に消極的であることがわか

る。 

④日本共産党 

 共産党はこれまでにも多くの女性議員を輩出している。大山

(2004)において、女性委員会責任者の石井郁子衆議院議員は「女性

は党活動の重要な担い手で住民の要求もよくわかっており、候補者

としての人材には事欠かない」、「共産党公認の女性候補者たちは労

働組合や女性団体、保育運動、PTAなどで活動の先頭に立ってきた

ので、議員になって活躍できるしそれぞれの地域で期待されている」

と述べている。 

 共産党は多くの選挙区に新しい候補者を立て選挙を全国的に展

開している。2011 年地方統一選挙における新人候補者割合は 56%

と高く、同党の新人当選率が12.5%と低い中で積極的に候補者を打

ち立てていることがわかる。共産党の女性当選者割合は他党より群

を抜いて高く、46.2%となっている。さらに、男女別の当選率を見

ると、男性32%、女性40%と若干であるが女性の方が上回っている。

これは、できるだけ多くの候補者を立てて少しでも当選者数を増や

そうという戦術の中で、革新派として女性のイメージを積極的に活

用していると考えられる。 

⑤社会民主党 

 社会民主党は女性を前面に押し出した政党であり、積極的に女性

支援策を行っている。新人女性候補者を支援する資金給付(都道府

県議・政令市議 100万円、市区議 50万円、町村議 30万円)や女性

の人材発掘を心がけた「女性と政治スクール」の一般公開を行って

いる。また、日本の政党としては唯一、党則にクオータ制を掲げ、

女性や社会的に弱い立場の人に各議会の候補者、全国大会代議員、

全国代表者会議代表委員及び各機関の役員の一定比率を保障する

ことを定めている。 

 しかしながら、2011 年地方統一選挙にける社会民主党の女性候

補者割合は 13.3%と民主党と同程度の比率であり、未だ十分に高い

数値であるとは言い難い。当選率を見ると、男性 64%、女性 83%と

女性の方が高くなっており、これは公明党、自民党に次いで高い。

政策として女性を打ち出していることで、女性のイメージを活用し

た戦略を取っていると考えられる。 

 

 

表 3 地方統一選挙(都道府県議会)における当選率、候補者・当選者割合 

 民主党 自民党 公明党 共産党 社民党 無所属 

当選率(女) 57.9 90.0 100.0 40.2 83.3 39.5 

当選率(男) 61.0 90.0 99.4 32.3 64.1 48.1 

当選率(新人) 40.7 74.7 100.0 12.6 46.2 33.7 

候補者割合(女) 13.3 2.4 8.1 40.9 13.3 9.2 

当選者割合(女) 12.7 2.4 8.2 46.3 16.7 7.7 

候補者割合(新

人) 
38.7 15.0 27.3 56.4 28.9 62.5 

当選者割合(新

人) 
26.0 12.4 27.5 20.0 20.0 44.6 

（総務省「平成 23年地方選挙結果調」） 

３ 女性議員割合を高める必要性 

 

（１） 必要性に関する議論 

ここまで女性議員に関する現状分析を行ってきたが、そもそも女

性議員が必要とされる理由は何なのだろうか。三浦(2014)は、日本

の議会にクオータ制を取り入れるべきだという文脈の中で、女性議

員を増やすべきだとする理由を、3つの観点で整理している。第1に、

正義論・権利論からの立論である。男女は同等であり、相違がない
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はずである。それにもかかわらず、政治の場面に女性が少ないのは、

機会の平等が実質的に保障されていない。つまり、意思決定の場に

女性が極端に少ないことを、正義と権利の平等の視点から問題視す

るものである。第 2に、性差を前提として、男女が異なるがゆえに

女性議員が増える必要があるとする考えである。ここでフェミニス

ト政治理論家のアン・フィリプスの理論を示せば、代表の仕方は「理

念の政治」と「存在の政治」の２種類がある。「理念の政治」は、政

治家は特定の理念や政策志向を代表するので、選挙においても有権

者は自分の理念に近い政党に投票するとしている。一方「存在の政

治」は、政治家がどういう理念を持ち、どう行動するかというより

もどのような属性を持っているかが重要であるとしている。つまり、

代表の仕方が「存在の政治」であるとするならば、性差自体が有権

者の属性を代表するものとして重要になり、女性議員が要求される

ことになる。第 3に、女性の政治的代表性が民主主義のあり方を変

えるがゆえに、女性議員が増えることが必要であるという論である。

これは、意思決定過程の民主的正統性を高めることに重きを置いて

いるものである。つまり、様々なアイデンティティを持つ人々が政

治過程に「直接」参加することそれ自体が民主主義であるという考

え方である。様々な論文で共通して指摘されているのは、この第3の

観点として整理されている民主主義の正当性の確保の点から女性議

員が要請されるということである。  

第 2の観点に関して補足したい。議員があらゆる民意を代弁する

のであれば、そこに性別は関係ないはずだ。しかし、実際に性別に

よって議員の行動は変化し、その結果が私たち市民にも影響を与え

る可能性があることが示されている。この点に関して山口(2002)は、

政治家には政策選好の性差があると指摘する。集団には特有の利害、

ある争点への決まった選考や優先順位があり、それはその集団自身

によってしか代表され得ないとする。 

さて、上記のように、女性議員を増やすべきであるという論は様々

な方面から成り立つものであり、数々の論争が起こっている。しか

し揺るがないのは、民主主義の正統性の確保という点から女性議員

の数を今よりは増加させるということである。民主主義と一口に言

っても様々だが、ここでいう民主主義とは、人民の自由や平等をも

さす広い概念である。したがって、単に施策の決定が市民の手にゆ

だねられている状況だけを指すのでなく、その代表自体も、多様性

を持った集団であるべきであることをいう。 

 

 

（２） 女性議員が増えるメリット 

 では女性議員が増えると、どのようなメリットがあるのだろうか。

男性が女性の利益を十分に代表するとはみられていない、つまり性

別による政策選好があることは上記で示した通りであり、女性議員

が増えればこのような問題も解決されることが見込まれる。例えば、

アメリカの複数の研究を整理している吉野(2006)では、共通する指

摘として女性議員の方が子育て、育児休暇、健康、福祉などの政策

を重視する傾向があることを挙げている。また、政策の当事者性が

確保できることも挙げられる。女性だけを対象とする政策を打つ場

合、たとえば出産に関わる休暇の制定などを行う場合、実際に出産

を経験したことがある女性議員などが政策立案の課程で様々な指摘

ができ、より当事者性が確保できるといえるだろう。さらに、異な

る視点が増えることでより議会審議が多様化するとも考えられる。

多様化自体をメリットであると考えるかどうかは難しいところでは

ある。だが先述した通り、民主主義を人民の自由や平等をもさす広

い概念とすれば、審議の場に多様性をもつ議員が参加し、議会審議

が内容的にも以前より幅広くなれば、それらの多様化自体が民主主

義の目指す姿であるといえる。したがって、民主主義を実現する日

本社会において、多様化する議会は国にとってメリットであり、そ

うでなければならないといえる。以上のように、女性議員が増える

ことについては多数のメリットが考えられるのである。 

 

４ 女性の活躍に向けた具体的な取り組み 

 

政府は、第 4次男女共同参画基本計画の中で目指すべき社会とし

て、①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、

多様性に富んだ豊かで活力ある社会、②男女の人権が尊重され、尊

厳を持って個人が生きることのできる社会、③男性中心型労働慣行

等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実 し

た職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会、

④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置付け、国際

的な評価を得られる社会の 4つを示している。そして、これらを実

現するための具体的施策として、女性活躍推進法の着実な施行に加

え、従来よりも踏み込んだポジティブ・アクションの実行などを通

じた積極的な女性採用・登用の取組や、指導的地位へ将来成長する

人材の層を厚くする取組を進めている。 

この基本計画の中では、政策・方針決定過程への女性の参画拡大

が示されている。その中でも特に、政治分野における女性の参画拡

大は重要であると明言している。現在の日本があるべき姿である民

主主義社会では、男女がともに政治的意思決定過程に積極的に参画

し責任を担うとともに、様々な意思が政治や社会の政策・方針決定

に反映されなければならないとする。さらに成果目標として、様々

な場面における女性が全体に占める割合を具体的な数値で示してい

る。そのなかでも、衆議院議員の候補者に占める女性の割合は、2014

年の16.6%から2020 年には30%に、参議院議員の候補者に占める女

性の割合は2013 年の24.2%から2020 年には30%に引き上げるとし

ている。これらは政府目標である「指導的地位に女性が占める割合

を 30%程度とすること」に合致する。この政府目標は、社会の多様

性と活力を高め、日本経済の力強い発展や、男女間の実質的な機会

の平等の担保という点から、極めて重要な目標であるとされる。 

さらに、政治分野での女性活躍に向け、政府は取り組みを 3つに

大別している。まず国の政治における女性の参画拡大である。これ

は政党に対し、①女性の活躍に関する現状把握と分析、数値目標設

定など行動計画の策定と情報開示等に向けた自主的な取組の実施②

候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制等ポジティブ・ア

クション導入の検討③両立支援体制の整備など女性議員が活躍しや
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すい環境整備の要請を行っている。次に、地方の政治における女性

の参画拡大である。①地方議会における議員の両立支援体制等の状

況等の把握と、地方議会における女性候補者割合増加のための環境

整備②女性の地方公共団体の長や議会議長のネットワークの形成に

ついて、政党や地方六団体に要請している。 そして最後に、 政治

分野における女性の参画状況の「見える化」の推進である。女性の

政治参画の必要性や意義について、広く情報提供を行い、国や地方

の政治分野における女性の参画状況等について調査し、国民に分か

りやすい形で提示するなど、政治分野における女性の参画状況の「見

える化」を進めるとする。 

 上記で見てきた政府方針で着眼したいのは、政治分野の女性活躍

推進が、政党中心で取り組むよう示されている点である。したがっ

て、政治分野における女性活躍を推進するのであれば、政党を主と

して提言を行うのが妥当であるだろう。 

 

５ 問題意識 

 

 ここまでの現状についてまとめておきたい。日本の女性議員割合

はほかの諸外国に比べ、著しく低い状態である。政府は改善のため

の様々な取り組みを行っており、特に安倍政権になってからは女性

が輝く社会と銘打って数々の政策が行われており、女性議員割合改

善の取り組みは以前に比べ行われてはいる。しかし現在の女性議員

割合は、国会議員から町村議会議員まで、どの議会レベルにおいて

も政府目標の割合には達していない。女性議員割合を決定する要因

として、就業率や進学率、政党、男女の分業意識があげられる。女性

議員割合を上げる必要性は、様々な面から指摘できるが、特に強調

したいのは民主主義の要請があることである。また、女性議員が増

えれば日本社会にとってもメリットとなることが多く、女性議員割

合の向上は日本において喫緊の課題であるといえる。 

 しかし今現在、女性議員割合を上げる要因を探る実証分析は筆者

の知るところではなされておらず、女性議員割合にどの要素がどの

程度影響をもたらすかは明らかにされていなかった。そこで本稿で

は、問題意識を、女性議員割合は改善すべきとされているにも関わ

らず政府目標が未達成であり、今後も達成の見込みが薄いことから、

「民主主義の正統性が確保できていないこと」とし、それを解決す

るべく、「女性議員割合を向上させる要因は何か」という主題で分析

を進め、政策提言を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 先行研究及び本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

  

政治における女性の過少代表に関しては、かねてよりその問題が注

目されていたアメリカで多くの研究が進められてきた。相内(2003)

では、アメリカにおける女性と政治に関する様々な研究から女性の

政治的過少代表の原因を①性役割規範、②政治文化、③議会の専門

度/議会との距離、④政治構造・選挙構造の4つの側面からまとめて

いる。①性役割規範に関しては1970年代の研究に共通してみられる

「男性の陰謀」説を取り上げ、文化や伝統によって規定される性役

割規範を女性自身が内面化していくことで政治における男性の優位

が正当化される、女性差別が構造化、制度化されることで女性を政

治から疎外してきたとしている。②政治文化の側面では、

Diamond(1977)が行った 48 州の政治文化分類(「伝統主義的政治文

化」、「倫理主義的政治文化」、「個人主義的政治文化」)と州議会の女

性比率との関係に関する分析を取り上げ、公共の福祉への貢献が強

調される「倫理主義的政治文化」州では相対的に女性比率が高いこ

とを示した一方で、産業化や都市化の進行により、「政治文化」説よ

りむしろ「社会経済的要因」、特に女性の教育程度と一人当たりの世

帯収入による影響が強いとした。③議会の専門度/議会との距離に関

しては、Diamondの研究から州議会の特性から「市民議会」と「専門

家議会」に分類し、議会の専門度が高くなるほど女性比率が下がる

とした。④政治構造・選挙構造に関しては、小選挙区制では現職の

再選率が非常に高くなるため、議員交代率が高くなる大選挙区制に

おいて女性が比較的有利になる研究を紹介した一方で、大選挙区制

では選挙運動にかかる時間と費用が多いため、必ずしも女性にとっ

て有利にならないという対立的な研究も紹介している。 

 このようにアメリカでは1970年代から「女性と政治」に関する多

くの研究がなされてきたが、日本での同様な実証的研究はあまりな

されていない。ここでは、女性の政治的過少代表の要因を様々な面

から考察した理論的研究として齋藤(2002)と大山(2016)を挙げる。

齋藤(2002)では、女性議員の増加を促す要因として、①政治的要因、

②社会経済的要因、③文化的要因の 3つに分け、①政治的要因とし

て選挙制度や議会での左派政党の優勢、②社会経済的要因として女

性の労働市場参加や教育水準の向上、女性の利益団体・社会運動の

強さ、③政治的平等感の広がりや女性の相対的地位の上昇を挙げて

いる。一方で、女性候補者になるためのハードルとして、選挙にお

いて必要な地盤・看板・鞄の「三バン」が男性の間で引き継がれてい

ることや家庭内での家事分担、家事や育児の社会化が進んでいない

ことに触れている。 

大山(2016)では、女性の政治参画に影響を及ぼす個人的要因とし

て、女性の政治関心の低さや役割分業意識による家族家庭の影響、

経済的リスクを挙げ、社会的制度的要因として選挙制度や政党の影

響を挙げており、「個人本位の政治」から「政党本位の政治」の実現
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を目指した国政の選挙制度改革を受けて、今後政党による女性に関

する政策、女性候補者政策がより重要になると述べている。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

 以上に概観したように、女性の政治的過少代表に関する実証的研

究はアメリカで多く行われてきたが、日本では政治学に基づく理論

的な分析が多く、実証的研究はほとんど行われていない。本稿の目

的は、これまで多く理論的に述べられてきた日本の議会における女

性の政治的過少代表の原因を時系列的な影響を考慮して検証するこ

とにある。本稿では、4年間の都道府県パネルデータを利用して、都

道府県議会、市区議会、町村議会の女性議員割合に影響を与える要

因を明らかにする。 

 アメリカの先行研究にあるように、政治文化や議会の専門度/議会

との距離、政治構造・選挙構造は女性議員割合に影響を与える重要

な要因である。しかしながら、日本においては人種や宗教による地

域的な違いはほとんどないため、政治文化の地域的な違いも少ない

と考えられる。また、日本各地の地方議会において議会の専門度や

政治構造、選挙構造に大きな違いはなく、本研究に用いるデータの

期間中(2003～2015)に大きな変化もない。一方で、現状に示したよ

うに女性の社会進出や性別役割分業意識に関しては時系列的な変化

がみられる。したがって、本稿の分析においては、女性議員割合に

影響を与える要因として、社会経済的要因や性別役割分業意識に着

目して分析を行う。 

 

Ⅳ 理論・分析 

 

１ 分析の枠組み 

 

本稿では都道府県、市区、町村レベルの地方議会における女性議

員割合を被説明変数として 4年間のパネルデータを利用した分析を

行う。パネルデータを用いる理由は、女性議員割合に影響を与える

要因として県民性等の都道府県ごとの個別効果が考えられ、パネル

データを利用することでそのような観測不能な効果を取り除いた分

析を行うことができるためである。 

また、地方議員は地域の代表として地域で比較的高い地位を有し

ている人がなりやすい側面を持っているため、女性議員割合は地域

における女性管理職割合と同様の要因によって説明されるとも考え

られる。その点を検証するため、補足的な分析として都道府県ごと

の女性管理職割合を被説明変数においた分析も行った。 

 

（１） データ 

本稿では、地方議会(都道府県議会、市区議会、町村議会)におけ

る女性議員割合に影響を与える要因を明らかにするため、被説明変

数として2003年、2005年、2010年、2014年の「地方公共団体の議

会の議員及び長の所属党派別人員調べ」(総務省)より地方議会レベ

ルの都道府県別女性議員割合を算出して利用する。説明変数として

は、「国勢調査」、「人口推計」(総務省)から女性就業率、可住面積1km²

あたり人口密度、「県民経済計算」(内閣府)より一人当たり県民所得、

「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)より男女間の所定内賃金格

差、「学校基本調査」(文部科学省)より女性高校生の進学率、「地方

選挙結果調べ」(総務省)より女性候補者割合を算出する。 

女性管理職割合に関する分析に関しては、被説明変数として「国

勢調査」より管理職人口に占める女性の割合を算出し、説明変数と

して「人口推計」より女性人口割合を用いる。 

 

 

（２） 変数選択 

 分析では、女性議員割合に影響する社会経済的要因のうち、女性

の社会進出度合を見る指標として「女性高校生の進学率」、「女性就

業率」、性別役割分業意識の度合を測る指標として「男女間の所定内

賃金格差」を用いる。また、選挙における要因として「地方選挙にお

ける候補者の女性割合」、その他都道府県ごとの違いを表す指標とし

て「可住面積11km²あたり人口密度」、「一人当たり県民所得」を利用

する。 

以下では、それぞれの変数について見ていく。 

①女性高校生の進学率 

 この進学率には大学進学者だけでなく、短期大学進学者も含まれ

る。政治に限らず、女性の社会進出において女性の進学率が上昇す

ることは必要不可欠であり、地域の代表のような側面を持つ議員の

場合にはある程度の教育を受容していることを求められることが多

い。基礎的な教育機会である高等学校以降の進学率の上昇は、女性

が社会でより高い水準の地位や職業に就くことを促進するため、女

性議員割合に正の影響力を持つと考えられる。 

②女性就業率 

 「国勢調査」における15歳以上女性人口の内、就業している女性

の割合である。女性の社会進出が進んでいる社会においては女性の

就業率が高くなる。議員には継続したキャリアを有している方がな

りやすく、出産、子育て等でキャリアを断絶した人がなりにくい点

からも、女性就業率の向上は女性議員割合に正の影響力を持つと考

えられる。 

③男女間の所定内賃金格差 

 「賃金構造基本統計調査」における男性の所定内賃金(所定労働時

間内の労働に対して支給される賃金)から女性の所定内賃金を引い

た差を用いる。役割分業意識の強い社会では、業種の違いや会社内

の業務・地位の違い等によって男女間の賃金格差が大きくなる。し

たがって、男女賃金格差は女性議員割合に負の影響力を持つと考え

られる。 

④地方選挙における女性候補者割合 

 どのレベルの地方議会においても基本的に地方選挙で当選するこ

とで議員になるため、地方選挙における女性候補者の割合は直接的

に女性議員の割合に影響を与えると考えられる。当選率が一定の場

合、女性候補者割合が高いほど女性議員の割合も高くなると考えら
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れるため、女性議員割合に正の影響力を持つと考えられる。 

⑤可住面積1km²あたり人口密度 

 人口密度の高い都道府県では、それに応じて議会サイズ(議会にお

ける議員数)が大きくなる。本稿の分析では市区町村議会を都道府県

ごとに総計したデータを利用しているため、市区町村議会の議会サ

イズに関するデータがなく、それを考慮するための変数として用い

た。 

⑥一人当たり県民所得 

 所得の高い都道府県においては女性の社会進出が進みやすいと考

えられるため、女性議員割合に正の影響力を持つと考えられる。 

⑦女性人口割合 

 女性人口を総人口で除したものを用いる。女性人口が多い都道府

県の方が女性の社会進出が進みやすく、女性管理職割合に正の影響

を与えると予想される。 

 

 

（３） 推定モデル 

 以上の変数を用いて実証分析を行う。推定モデルは以下の通りで

ある。 

  𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑥4𝑖𝑡 +

𝛽5𝑥5𝑖𝑡 + 𝛽6𝑥6𝑖𝑡 
+ 𝑣𝑖 + εit 

𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡：女性議員割合 , 女性管理職割合 

𝛽0：定数項 

𝑣𝑖：都道府県に固有の効果 

휀𝑖𝑡：誤差項 

𝑥1𝑖𝑡：女性高校生の進学率 

𝑥2𝑖𝑡：女性就業率 

𝑥 3𝑖𝑡：可住面積1km²あたり人口密度 

𝑥4𝑖𝑡：一人当たり県民所得 , 女性人口割合 

𝑥5𝑖𝑡：地方選挙における女性候補者割合 

𝑥6𝑖𝑡：男女間の所定内賃金格差 

 これらの変数の記述統計量は以下の通りである(表4)。

 

表 4 記述統計量 

  サンプル 平均 最小値 最大値 

女性議員割合(都道府県議会) 188 7.323 0 19.841 

女性議員割合(市区議会) 188 10.218 3.504 26.298 

女性議員割合(町村議会) 188 7.618 2.346 21.164 

女性管理職割合 188 9.306 2.2 21.081 

女性高校生の進学率 188 50.13 32.90 69.30 

女性就業率 188 46.28 38.98 52.88 

可住面積 1km²あたり人口密度 188 1370.1 243.1 9602.1 

一人当たり県民所得 188 2763 2035 5175 

女性人口割合 188 51.78 49.37 53.33 

女性候補者割合(都道府県議会) 173 8.806 1.818 24.50 

女性候補者割合(市区議会) 176 11.714 3.315 23.569 

女性候補者割合(町村議会) 181 7.969 0 34.211 

男女間の所定内賃金格差 188 91.06 50.20 138.30 

２ 分析結果 

 

（１） 分析結果 

 分析結果は以下の通りである(表 5)。なお、統計ソフトは

STATA11.0を用いた。 

本稿では使用するデータセットに対して適切なモデルを採用

するために、個別主体要因が説明変数と無相関であるという帰

無仮説を立て Hausman 検定を行った結果、固定効果モデルが採

用された。分析結果として、都道府県議会議員に関しては女性進

学率と女性候補者割合、市区議会議員に関しては県民所得と男  

 

女賃金格差、町村議会議員に関しては女性進学率、人口密度、女

性候補者割合、男女賃金格差が表に示される棄却域で統計的に

有意な結果となった。地方議会のレベルによって係数や有意な

結果を得た説明変数が異なっているが、統計的に有意な結果と

なった説明変数の係数の符号に関しては議会レベルを問わず一

致した。 

 女性管理職割合に関する分析の結果もその下に示す(表6)。結

果として、女性進学率、人口密度、それぞれの女性議員割合が統

計的に有意な結果となった。
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表 5 分析結果① 

 県議 市区議 町村議 

女性進学率 
0.2023213 

*** 
-0.0946263 

0.1592190 

*** 

女性就業率 0.1572445 0.1249714 -0.0738987 

人口密度 -0.0073067 0.0046927 
-0.0056983 

*** 

県民所得 
0.0037021 

* 

0.0082834 

*** 
-0.0014395 

女性候補者割合 
0.1795809 

*** 
0.1240807 

0.1766815 

*** 

男女賃金格差 -0.0214256 
-0.1113053 

*** 

-0.0420219 

*** 

決定係数 0.23667 0.24893 0.69785 

 

 

 

表 6 分析結果② 

 

（***は p値 0.01以下、**は 0.05以下、*は 0.1以下を表す

  

 女性管理職割合 

女性進学率 
1.314388 

*** 

1.392620 

*** 

1.1236910 

*** 

女性就業率 0.075427 0.123589 0.2071509 

人口密度 
-0.014338 

*** 

-0.014563 

*** 

-0.0098884 

** 

女性人口比 4.002223 
4.783990 

* 

5.1004398 

* 

女性議員割合 

(県議) 

0.441860 

*** 
  

女性議員割合 

(市区議) 
 

0.226976 

* 
 

女性議員割合 

(町村議) 
  

0.8383453 

*** 

決定係数 0.79925 0.78705 0.80614 
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（２） 考察 

 以上の分析結果から考察を行う。 

 まず、「女性高校生の進学率」に関しては都道府県議会議員、町村

議会議員で1%の有意水準で女性議員割合に正の影響力を持つことが

確認された。これは予想された通りの結果であり、女性進学率の向

上が女性の社会進出を推し進め、女性が政治家として政治に参加す

ることを押し進めることが示唆される。女性管理職割合に関しても

正の影響力を持つことが示されたため、進学率の向上が社会全体の

女性の地位向上に貢献することが示されたと考えることもできる。 

 一方で、「15歳以上の女性就業率」に関しては統計的に有意な結果

は得られなかった。これは人口の多い65歳以上の非就業者が高齢化

によって増加し、生産年齢人口の就業率の増加を相殺していると考

えられたため、「15~65 歳の女性就業率」に変えた分析も行ったが、

そこでも有意な結果は得られなかった。この理由としては、近年の

非正規労働者の増加が考えられる。山田(2002)で指摘されているよ

うに、近年の雇用情勢の不安定さや低賃金労働は女性の役割分業意

識を固定化させていると考えられるため、単に就業率が上昇してい

ても、女性議員割合の増加には繋がらないと考えられる。 

 「女性候補者割合」は都道府県議会、町村議会で1%の有意水準で

正の影響力を持つことが確認された。これは予想された通りの結果

であり、地方選挙において女性候補者の割合を増やすことが直接的

に女性議員割合の増加に繋がることを示している。市区議会におい

て女性候補者割合が統計的に有意な結果とならなかったのは、女性

候補者の当選率に変動があったものと考えられる。47都道府県の平

均値を時系列で見ると、女性候補者割合に増加がなくても女性議員

割合の増加が確認できるため、市区議会において女性議員の当選率

の向上があったと考えられる。 

 「男女間の所定内賃金格差」は市区議会、町村議会で1%の有意水

準で負の影響が確認された。これは役割分業意識の改善が女性候補

者割合を増加させるという予想と合致している。賃金格差の縮小に

は職場内での男女間の地位の差の縮小と関係しているため、これの

一部として女性管理職割合の向上による女性賃金の増加を表してい

るとも考えられる。 

 「女性管理職割合」に対して、「女性議員割合」は全ての議会レベ

ルにおいて統計的に有意な結果となった。この論文には示していな

いが、「女性議員割合」に対して「女性管理職割合」が有意な結果と

なることも確認している。つまり、女性議員割合の増加は女性管理

職割合の増加と同時的に見られる現象であり、社会全体における比

較的地位の高い役職にどれだけ女 

性が登用されているかを反映していると考えることができる。しか

し、地方議会の女性議員割合は女性管理職割合よりも全体的に低く、

議会を通じて女性の地位向上への政策を進めることが期待できるた

め、女性議員割合の向上をより積極的に進めていく必要がある。 

 

 

 

 

Ⅴ 政策提言 

 

１ 政党型クオータ制の導入 

 

 前章の地方議会における女性議員比率に関する分析より、女性候

補者数が多いほど女性議員数が多くなるという結論が導かれた。し

かし現状では女性候補者の増加にむけた具体的な政策が施行されて

いるとは言いがたい。また地方議会の中でも特に都道府県議会は政

党に所属する議員が大半を占めているため、政党の果たす役割が大

きいものであるといえる。そこで議会における女性議員数を増やし

民主主義におけるジェンダーバランスを改善する政策として、政党

が女性候補者を増やすことを趣旨とした提言を行う。 

 

（１） クオータ制について 

ジェンダー・クオータ（以下、クオータ）は政治の意思決定の場に

おける男性優位を是正するため、候補者や議席の一定比率を女性、

もしくは両性に割り当てる制度であり、北欧諸国から西ヨーロッパ

を中心に広まった女性議員を増加させるためのポジティブ・アクシ

ョンである。現在では世界中の多くの国においてクオータ制が採用

されている。クオータ制は大きく分けて三つのパターンがあり、憲

法や法律により議席の一定数を女性に割り当てる議席割当制（以下、

議席クオータと呼ぶ）、憲法や法律により政党から選挙に立候補する

候補者の一定比率を女性に割り当てることを義務付ける候補者割当

制（以下、法律クオータと呼ぶ）、政党がそれぞれ自主的に女性候補

者比率の目標を定め実施するクオータ制（以下、政党クオータと呼

ぶ）の三つに分類される。世界中でも多くの国にこれらのいずれか

のクオータ制が導入されており、列国議会同盟によると2013年1月

時点で女性議員比率が高い国上位 30か国のうち 24か国がクオータ

制を導入しており、そのことからもクオータ制の効果の高さが分か

る(表7)。また上記の24か国のうち法律クオータ、政党クオータを

採用している国が21か国あり、政党ごとに一定数の女性候補者を確

保することが女性議員比率の増加に効果的であることが分かる。し

かし、日本においてクオータ制を党則で規定している政党はほとん

どなく、このことが女性候補者数の増加を阻害していると考えられ

る。そこで本稿では法律クオータと政党クオータの要素を組み合わ

せた形でのクオータ制を提言する。  

 

（２） 提言内容 

 ここでのクオータ制は衆議院選挙、参議院選挙、地方公共団体の

議員の選挙において各政党はそれぞれの候補者割合に関して女性候

補者割合を 35%とすることを目標に候補者を擁立しなければならな

いと法律で規定するものである。2011年統一地方選挙の結果を参考

に、都道府県議会議員について当選者の女性割合を 30%まで高める

には各政党でどれだけ女性候補者を擁立する必要があるのかを推計

した。当選者の女性割合の目標を 30%と設定した理由に関しては内

閣府男女共同参画局が掲げている「2020年 30%」の目標より、各分
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野における指導的地位に占める女性割合が 30%となることを目指す

という数値設定から引用したためである。推計方法としては、まず

各政党の総候補者数、総当選者数から政党ごとの当選率を求め、女

性候補者割合を増加させた際にどれだけ女性当選者数が増加するか

を政党ごとに求めた。また諸派、無所属議員の当選者については変

化しないものとし、すでに女性議員数が 30%を超えている共産党に

関してはそのままの数値を用いるとした。まず各政党が女性候補者

割合を 30%にした場合の推計では女性当選者は政党に所属している

もので 536 人となり諸派、無所属議員と合わせて約 26%が女性議員

となる結果となった。これを政党の女性候補者割合を 35%まで増加

させると約 29%が女性議員となる結果となった。本稿ではより女性

議員割合が 30%に近づくようにするために、クオータ制の各党の候

補者割合の目標を35%として提言を行う。 

 

（３） 政策の実現可能性 

政府は先に述べた「2020年 30%」の目標のほかにも、第 4次男女共

同参画基本計画などにもあるように女性の社会進出を推し進めよう

としており、そのなかでも政治分野に関してはポジティブ・アクシ

ョンの導入の検討を政党に対して要請するなど社会における女性の

地位向上のために積極的な姿勢であると考えられる。また野党であ

る民進党に関しても「国民との約束」の中において女性の更なる社

会進出を促そうとする趣旨が述べられており、政治分野においては

男女の議員同数を目指すなど、現在の議会の状況改善を目指してい

ると考えられる。こうした中で議員の仕事は男性のものであるとい

う風潮は薄まってきていると考えられ女性にも開かれた議会を国と

して目指そうとする機運が高まってきている。そのため女性議員を

増やすことに 

ある程度の即効性を持ち、直接性が高いクオータ制の導入に向けて

の働きかけが重要であり、実現可能性は高いと言える。 

 

２ 政党交付金使途の一部義務化 

 

大山（2016）など、女性議員に関する多くの先行研究において女

性の立候補を阻害している要因の一つとして資金的な問題が指摘さ

れていた。男女の賃金格差の存在からもわかるように、女性立候補

者は男性立候補者と比較して資金基盤が弱いために選挙のための十

分な費用を確保することが男性に比べて困難であると考えられる。

そのため政党における女性候補者に対する支援策の一つとして政党

交付金に着目する。 

 

（１） 現在の政党交付金制度 

 現在、日本では国勢調査の人口に基づいて、人口に 250円を乗じ

た額を基準として政党交付金が定められており、2010年度の国勢調

査人口により算出すると約 320億円となっている。その総額が衆議

院議員及び参議院議員の議席数割と総選挙または通常選挙における

得票数割をもとに各政党に配分されている。2016年度における政党

交付金の額は自民党で約174億円、民進党で約93億円、公明党で約

30億円となっている。また共産党は政党交付金制度に反対している

ために受け取っていない。政党交付金はそれぞれの政党にとって大

きな資金基盤となっており、政党の運営に重要な役割を果たしてい

ると考えることができる。国は政党の政治活動の自由を尊重し、政

党交付金の交付に当たっては条件を付し、又はその使途について制

限してはならないとしているために、自由度が非常に高いものとな

っている。その反面、各政党が交付金を使い切ることは少なく、余

剰額が非常に大きいことや不正受給が行われることなどが問題とし

て指摘されている。そうした状況を踏まえて、本稿では女性候補者

の資金基盤を政党内で確立していくための政策として提言を行う。 

 

（２） 政策提言 

 政党交付金の一部に関して使途を義務化し、義務化された分の使

途を女性候補者、女性議員支援のための利用に限定するということ

を提言する。この提言にあたりメキシコで行われている政党に対す

る公的資金制度を参考にした（UNDP 2012）。この制度は政党への公

的資金の最低2%を女性の政治的リーダーシップ研修、促進及び開発

を目指すプログラム等に利用することを法律で義務付けるものであ

る。この資金は研修のためのワークショップ実施や女性のための機

器設備購入など、様々な女性支援に充てられている。日本において

もこうした制度を導入することにより、女性に対する十分な資金基

盤を確立でき、候補者、当選者の増加につながると考えられる。 

 例として各政党がそれぞれ政党交付金の2%を女性候補者、女性議

員支援を目的に利用しなければならないという状況を考える。する

と、総額約 320億円のうち約 6億 4千万円が女性の政治参画支援に

用いられることになる。政党ごとで見てみると自民党で約 3億 5千

万円、民進党で約 1億 9千万円、公明党で約 6千万円の費用が党内

で女性の支援に用いられることとなる。現在、2016年度の男女共同

参画基本計画における「政策、方針決定過程への女性の参画拡大」

が大きく政治分野、司法分野、行政分野、経済分野、その他という5

つに分けられており、その予算は行政分野に 8億 5千 8百万円、経

済分野に 6億 2千 2百万円が振り分けられているが、政治分野に関

しては振り分けられていない。その状態で女性議員を増やそうとす

る政策を政府が進めようとするのは困難であるといえるため、政党

交付金の一部を利用することが有効であるといえるだろう。 

 先ほどの例ではすべての政党に一律で2%という割合で使途を義務

化させる場合の額について考えたが、今回の提言では政党の女性候

補者割合に基づいて義務化の割合を定めるという方法をとることに

する。具体的には、女性候補者割合が高い政党では義務化する割合

を低くし、逆その割合が低い政党に関しては、党内の女性支援に対

する貢献度が低いと考えられるため義務化の割合を高くするものと

する。この女性候補者割合には国政選挙だけでなく地方議会議員選

挙まで含める。義務化する割合の算定方法についてはそれぞれの政

党での政党交付金の使途の状況や女性候補者割合などの面について

考慮、検証してから決定するべきであると考えられるため、この提
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言ではその方法を具体的に示すことはできない。一般的に各政党に

とっては政党交付金の使途について制限のない状態が望ましいと考

えられるため、女性候補者割合に応じて義務化する割合を定めるこ

とが各政党に対して女性候補者を増やそうとするインセンティブを

与えると考えられる。また義務化する割合の算定の際に国会だけで

なく地方議会の女性候補者割合までを含めることで、政党が地方議

会においても女性候補者支援をより充実させるインセンティブを与

えることができる。そのため国全体としての女性の政治参画に有効

な手段であると言うことができるだろう。 

 

（３） 実現可能性、政党の具体的施策 

 現在では先に述べたように政治分野での女性の政策、方針決定へ

の参画においてこうした取り組みについて予算が与えられていない

ため、政党レベルから女性参画に対しての費用捻出が必要であると

考えられる。また政党交付金はすべてが使われているわけではなく

交付額が政党の支出額を上回っている政党も多く存在している。実

際、自民党では2015年分の政党交付金使途定期公表において約170

億円の政党交付金に対して、政党交付金による支出総額は約 116億

円となっており 50 億円以上が次の年に基金として積み立てられて

いる。このように積み立てを行っている政党が多いという現状があ

ることから政党交付金の使い道に幾分か余裕があることがわかる。

そのため政党交付金の一部使途義務化は実現可能性が高い。 

 政党交付金の一部が政党内での女性候補者、女性議員支援に対し

て割り当てられることにより政党が行うと期待される施策はいくつ

かが考えられる。その一つとしてメンター制があげられる。メンタ

ー制はイギリスやドイツの政党などで政治分野に導入されている制

度であり、現職の議員が政党の候補者に対して教育的な指導や経済

的援助を行うという制度であるが、この制度が日本の政党にも導入

されることが考えられる。この制度が導入されることで候補者は実

際に議員の職を経験している人物からの知識を得ることができるよ

うになり、女性の政治参画にも良い影響を与えると考えられる。こ

のほかにも政党の施策として議員や候補者に対しての補助金や研修

セミナーの実施などが考えられ、それらが女性候補者、女性議員の

増加につながることが期待される。 

 

Ⅵ おわりに 

 

本稿では女性議員割合に影響を与える要因を探ることを目的に県

議会、市区議会、町村議会の女性議員割合について 4年間のパネル

データを用いて分析を行った。その結果、議会レベルで有意となっ

た説明変数は異なったものの、その係数に関しては議会レベルに問

わず一致することが分かった。この結果を踏まえ、「政党型クオータ

制の導入」と「政党交付金使途の一部義務化」の二つを女性議員増

加のための政策として提言した。 

しかし、本稿には課題も残されている。まず、女性議員を増やす

ことによるメリットについて実証できていない点である。本稿では

理論としての女性議員増加のメリットは述べたものの、その社会的

効果についての実証を行うことはできていない。この部分の研究が

進むことで女性の政治参画に対しさらなるインセンティブが与えら

れることになるだろう。また、政策提言が政党に対するものに限定

されている点も課題として挙げられる。今回は地方議会を 3つのレ

ベルに分けて分析を行ったが、それぞれ 3つのレベルにおいて議会

構成や、地域性、政党に所属する議員割合などが大きく異なってい

る。そのため地方議会としてまとめて女性議員増加を目指す有効な

政策を行うことは難しい。そこで今回は政党の与える影響が大きい

県議会を主眼として政策を提言した。また女性の政治参画を妨げる

要因である性別役割分業意識についても特定の政策によって根本か

らの改善を目指そうとすることは困難であると考えられる。そのた

め今回提言した政策など女性の政治参画に関する様々な政策をおこ

なっていく過程において、また社会全般として男女格差を是正しよ

うとする取り組みの中で男女共同参画社会を目指そうとする機運を

今以上に高めていくことが必要である。そうした機運の高まりが長

期的に根本からの性別役割分業意識を改善していくと考えられ、そ

のことが県議会だけでなく市区議会、町村議会における女性候補者

増加にもつながっていくと期待される。 

最後に、本稿が女性の政治参画を促し、地方議会におけるジェン

ダーバランス改善の一助となることを願い、本稿を締めくくる。 
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  表7 各国国会の女性議員割合とクオータ制 

順位 国名 
女性議員比率 

（二院制の場合は下院） 
クオータの有無・種類 選挙制度 

1 ルワンダ 56.3% 議席クオータ 比例代表 

2 アンドラ 50.0% 無 比例代表 

3 キューバ 45.2% 無  

4 スウェーデン 44.7% 政党クオータ 比例代表 

5 セーシェル 43.8% 無 並立 

6 セネガル 42.7% 法律クオータ 並立 

7 フィンランド 42.5% 無 比例代表 

8 南アフリカ 42.3% 政党クオータ 比例代表 

9 ニカラグア 40.2% 政党クオータ 比例代表 

10 アイスランド 39.7% 政党クオータ 比例代表 

11 ノルウェー 39.6% 政党クオータ 比例代表 

12 モザンビーク 39.2% 政党クオータ 比例代表 

13 デンマーク 39.1% 無 比例代表 

14 オランダ 38.7% 政党クオータ 比例代表 

15 コスタリカ 38.6% 法律クオータ 比例代表 

16 東ティモール 38.5% 法律クオータ 比例代表 

17 ベルギー 38.0% 法律クオータ 比例代表 

18 アルゼンチン 37.4% 法律クオータ 比例代表 

19 メキシコ 36.8% 法律クオータ 並立 

20 スペイン 36.0% 法律クオータ 比例代表 

 タンザニア 36.0% 議席クオータ 小選挙区 

22 ウガンダ 35.0% 議席クオータ 小選挙区 

23 アンゴラ 34.1% 法律クオータ 比例代表 

24 ネパール 33.2% 法律クオータ（憲法） 並立 

 セルビア 33.2% 法律クオータ 比例代表 

26 ドイツ 32.9% 政党クオータ 併用 

27 マケドニア 32.5% 法律クオータ 比例代表 

28 エクアドル 32.3% 法律クオータ 比例代表 

29 ニュージーランド 32.2% 無 併用 

 スロベニア 32.2% 法律クオータ 比例代表 

162 日本 7.9% 無 並立 

（三浦・衛藤（2014）より筆者作成。）
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